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近
代
室
蘭
郡
に
お
け
る
ア
イ
ヌ
の
土
地
に
関
す
る

い
く
つ
か
の
史
料
に
つ
い
て

大
坂
　
拓

ア
イ
ヌ
（Ainu

）、
室
蘭(M

uroran)

、
北
海
道
旧
土
人
保
護
法(H

okkaido 
Form

er N
atives Protection Act)

資
料
紹
介

キ
ー
ワ
ー
ド

大
坂　
拓
：
北
海
道
博
物
館　
ア
イ
ヌ
民
族
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー

は
じ
め
に

　
ア
イ
ヌ
近
代
史
研
究
に
お
い
て
、
土
地
を
め
ぐ
る
問
題
は
重
要
な
論
点
の
一
つ
で
あ
り
続

け
て
い
る
。
古
く
は
一
九
二
九
（
昭
和
四
）
年
に
、
北
海
道
史
研
究
者
の
河
野
常
吉
が
「
旧

土
人
の
土
地
に
就
て
」
と
題
す
る
短
文
を
発
表
し
て
い
る（
１
）。
こ
の
文
章
は
、
当
時
北
海

道
の
各
地
で
、
開
拓
使
、
三
県
、
北
海
道
庁
に
よ
り
「
旧
土
人
墾
鉏
地
」・「
旧
土
人
保
護

地
」
な
ど
の
名
称
で
官
有
地
第
三
種
に
編
入
・
存
置
さ
れ
て
い
た
は
ず
の
土
地
が
、
所
有
権

が
未
確
定
の
ま
ま
放
置
さ
れ
、
し
ば
し
ば
問
題
化
し
て
い
た
こ
と
を
受
け
た
政
策
的
提
言
を

含
む
時
論
だ
が
、
同
時
に
河
野
の
浩
瀚
な
北
海
道
史
の
知
識
を
背
景
と
し
て
、
帝
国
日
本
の

対
ア
イ
ヌ
政
策
に
お
け
る
土
地
所
有
権
の
取
り
扱
い
に
関
し
て
、
制
度
史
的
理
解
の
基
本
的

な
枠
組
み
を
提
示
す
る
も
の
と
な
っ
た
。

　
そ
の
後
、
一
九
三
〇
年
代
に
は
、
河
野
が
蓄
積
し
た
膨
大
な
史
資
料
の
提
供
を
受
け
て
研

究
を
進
め
た
高
倉
新
一
郎
が
、「
北
海
道
旧
土
人
に
対
す
る
土
地
政
策
の
変
遷
」、「
三
県
時

代
に
お
け
る
ア
イ
ヌ
勧
農
策
」、「
ア
イ
ヌ
の
土
地
問
題
」
と
題
す
る
三
編
の
論
考
を
発
表
す

る（
２
）。
こ
れ
ら
一
連
の
論
考
の
中
で
高
倉
が
展
開
し
た
議
論
は
、
河
野
の
基
本
的
枠
組
み

に
従
い
つ
つ
、
細
部
を
精
緻
化
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
高
倉
が
一
九
四
二
（
昭
和
一
七
）
年

に
刊
行
し
た
『
ア
イ
ヌ
政
策
史
』
で
は
、
第
六
章
に
お
い
て
近
代
に
展
開
し
た
対
ア
イ
ヌ
政

策
が
体
系
的
に
叙
述
さ
れ
、
後
の
研
究
に
多
大
な
影
響
を
与
え
た（
３
）。

　
戦
後
、
高
倉
の
研
究
は
「
植
民
史
観
」
な
ど
と
し
て
激
し
い
批
判
に
晒
さ
れ
た
が
、
そ
の

後
の
通
史
叙
述
の
大
部
分
は
、
史
料
体
系
の
面
で
は
高
倉
が
提
示
し
た
範
囲
を
越
え
る
も
の

で
は
な
く
、
具
体
的
な
議
論
の
進
展
は
乏
し
か
っ
た（
４
）。
史
料
に
即
し
て
高
倉
の
叙
述
を

乗
り
越
え
よ
う
と
す
る
取
り
組
み
が
始
ま
っ
た
の
は
、
よ
う
や
く
一
九
九
〇
年
代
後
半
以
降

の
こ
と
で
あ
る（
５
）。

　
制
度
史
的
な
叙
述
に
留
ま
ら
ず
、
制
度
が
実
際
に
い
か
に
運
用
さ
れ
、
ア
イ
ヌ
に
ど
の
よ

う
な
影
響
を
与
え
た
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、
山
田
伸
一
が
一
九
九
七
年
の
「
十
勝
に
お

け
る
旧
土
人
保
護
法
に
よ
る
土
地
下
付
」
以
降
、
精
緻
な
議
論
を
展
開
し
た（
６
）。
同
論
考

の
中
で
山
田
は
、
土
地
に
関
す
る
対
ア
イ
ヌ
政
策
の
展
開
に
は
実
際
に
は
「
か
な
り
地
域
的

な
多
様
性
が
あ
る
」
と
の
見
通
し
を
示
し
て
い
る
。
今
後
は
、
異
域
と
し
て
の
「
蝦
夷
地
」

を
否
定
し
、
古
代
以
来
の
五
畿
七
道
・
国
郡
制
を
北
方
へ
拡
張
さ
せ
た
こ
と
を
意
味
す
る
北

海
道
・
一
一
国
八
六
郡
の
設
置
か
ら
、
戦
後
の
「
農
地
解
放
」
ま
で
を
射
程
に
収
め
た
、
地

域
ご
と
の
個
別
的
な
検
討
を
積
み
重
ね
、
そ
の
先
に
全
体
と
し
て
の
ア
イ
ヌ
近
代
史
の
叙
述

を
展
望
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

　

以
上
の
よ
う
な
問
題
意
識
に
基
づ
い
て
、
筆
者
は
近
年
、
余
市
郡
、
久
遠
郡
、
石
狩
郡
・

札
幌
郡
な
ど
の
事
例
に
つ
い
て
検
討
を
進
め
て
き
た（
７
）。
本
稿
は
こ
れ
ら
の
取
り
組
み
に

続
く
個
別
研
究
の
準
備
作
業
と
し
て
、
胆
振
国
室
蘭
郡
を
対
象
地
域
に
、
ア
イ
ヌ
の
土
地
に

関
す
る
い
く
つ
か
の
史
料
を
年
代
順
に
紹
介
す
る
も
の
で
あ
る
。

　

近
代
の
室
蘭
郡
に
は
統
計
上
、
一
八
八
一
（
明
治
一
四
）
年
に
六
九
戸
三
五
五
人
、

一
九
二
一
（
大
正
一
〇
）
年
に
一
一
一
戸
四
九
三
人
、
一
九
三
五
（
昭
和
一
〇
）
年
に

八
六
戸
三
五
六
人
の
ア
イ
ヌ
が
居
住
し
て
い
た（
８
）。
こ
の
地
域
で
は
、
隣
接
す
る
有
珠
郡
・

虻
田
郡
な
ど
と
と
も
に
、
ア
イ
ヌ
が
使
用
し
て
き
た
土
地
が
適
切
に
私
有
地
化
さ
れ
ず
、



151

北海道博物館アイヌ民族文化研究センター研究紀要　第11号　2026年

（2）

室蘭

絵鞆半島 トツカリモイ

室蘭港

千舞鼈村 室蘭村

輪西村

室蘭港絵鞆村

千舞鼈村
室蘭村

輪西村

絵鞆村

図 1　本稿関連地図

1　集落の位置（国土地理院陰影起伏図を用いて作成）

2　「室蘭郡略図」［1884（明治 17）年 1月付復命書に添付］（北海道立文書館館所蔵簿書：5A-2/12 所収）2　「室蘭郡略図」［1884（明治 17）年 1 月付復命書に添付］（北海道立文書館館所蔵：A5-2/12 所収）

図 1　本稿関連地図

1　集落の位置（国土地理院陰影起伏図を用いて作成）
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大坂　拓　近代室蘭郡におけるアイヌの土地に関するいくつかの史料について

（3）

一
九
一
〇
～
二
〇
年
代
に
か
け
て
「
無
願
開
墾
」
と
し
て
問
題
化
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い

る（
９
）。
い
か
な
る
経
緯
で
「
無
願
開
墾
」
問
題
が
生
起
し
、
ど
の
よ
う
な
展
開
を
見
せ
た

の
か
。
こ
の
点
に
関
係
す
る
基
礎
的
な
史
料
の
蓄
積
を
は
か
り
、
将
来
的
な
深
耕
に
備
え
る

こ
と
が
本
稿
の
中
心
的
な
課
題
と
な
る
。

　

対
象
と
す
る
史
料
は
、
北
海
道
立
文
書
館
が
所
蔵
す
る
開
拓
使
、
三
県
一
局
時
代
か
ら

北
海
道
庁
に
至
る
公
文
書
で
あ
る
。
同
館
で
は
、「
簿
書
」
と
通
称
さ
れ
る
箱
館
奉
行
所
、

開
拓
使
、
三
県
一
局
時
代
の
公
文
書
は
一
貫
し
て
広
く
公
開
に
供
さ
れ
て
き
た
一
方
で
、

北
海
道
庁
以
降
の
公
文
書
の
う
ち
ア
イ
ヌ
史
に
関
わ
る
内
容
を
含
む
も
の
に
つ
い
て
は
、

二
〇
〇
〇
年
代
に
入
っ
て
閲
覧
が
制
限
さ
れ
、
文
書
の
完
結
か
ら
一
〇
〇
年
が
経
過
し
た
も

の
に
つ
い
て
順
次
公
開
す
る
措
置
が
と
ら
れ
て
い
た
。
そ
の
後
、
二
〇
一
八
年
頃
か
ら
新
規

の
公
開
が
停
止
さ
れ
、
二
〇
二
四
（
令
和
七
）
年
八
月
一
〇
日
以
降
、
制
限
が
大
幅
に
強
化

さ
れ
る
に
至
っ
た
。
そ
の
結
果
、
二
〇
二
五
年
一
二
月
現
在
、
北
海
道
庁
設
置
以
降
の
ア
イ

ヌ
に
関
連
す
る
公
文
書
は
、
従
来
一
〇
〇
年
の
経
過
を
以
っ
て
一
旦
公
開
対
象
と
さ
れ
た
も

の
も
含
め
て
、
大
半
が
閲
覧
で
き
な
い
状
態
と
な
っ
て
い
る（
10
）。

　
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
こ
う
し
た
措
置
は
民
族
的
出
自
に
関
わ
る
個
人
情
報
を
保
護
す
る

と
い
う
観
点
か
ら
一
定
の
妥
当
性
が
あ
り
、
批
判
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
は
な
い
。
特
に
、
土

地
関
連
文
書
に
は
し
ば
し
ば
申
請
者
で
あ
る
ア
イ
ヌ
の
戸
籍
謄
本
や
「
家
族
調
」
な
ど
が
綴

ら
れ
て
お
り
、
広
く
閲
覧
に
供
す
る
こ
と
は
弊
害
が
極
め
て
大
き
い
。
言
う
ま
で
も
な
く
、

研
究
が
個
人
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
に
優
越
す
る
こ
と
は
あ
り
得
な
い
と
い
う
点
は
、
繰
り
返
し

確
認
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
一
方
で
、
単
に
非
公
開
と
す
る
だ
け
で
は
、
過
去
の
北
海
道
庁
に
よ
る
対
ア
イ
ヌ
政
策
の

展
開
に
伴
っ
て
作
成
さ
れ
た
公
文
書
の
多
く
が
、
後
継
機
関
で
あ
る
北
海
道
に
よ
っ
て
閲
覧

が
制
限
さ
れ
、
結
果
と
し
て
近
代
日
本
に
よ
る
先
住
民
統
治
の
実
態
が
不
可
視
化
さ
れ
る
こ

と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
時
間
は
か
か
る
と
し
て
も
、
将
来
的
に
は
組
織
的
な
体
制
を
整
え
、

個
人
情
報
に
該
当
す
る
部
分
に
適
切
な
処
理
を
施
し
た
う
え
で
整
理
・
公
開
を
進
め
て
い
く

こ
と
が
望
ま
し
い
。

　
本
稿
は
こ
う
し
た
状
況
認
識
を
踏
ま
え
て
、
ひ
と
ま
ず
、
こ
れ
ま
で
の
調
査
で
筆
者
の
手

元
に
あ
る
デ
ー
タ
に
つ
い
て
個
人
情
報
に
処
理
を
施
し
、
整
理
・
公
開
す
る
試
み
で
も
あ

る（
11
）。

　
以
下
の
記
述
で
は
、
ア
イ
ヌ
の
個
人
名
に
つ
い
て
は
、
改
姓
名
以
後
の
も
の
は
先
行
研
究

や
市
町
村
史
な
ど
を
通
じ
て
著
名
な
人
物
を
除
き
伏
せ
る
。
ま
た
、
住
所
に
つ
い
て
は
村
・

字
ま
で
と
し
、
地
番
は
全
て
伏
せ
る
。
こ
う
し
た
措
置
を
と
る
の
は
、
姓
と
住
所
か
ら
ご
遺

族
が
特
定
さ
れ
る
こ
と
を
防
ぐ
た
め
で
あ
り
、
改
姓
名
前
の
名
を
そ
の
ま
ま
記
す
の
は
、
ご

遺
族
が
自
ら
請
求
し
入
手
し
た
戸
籍
関
係
資
料
を
も
と
に
、
先
祖
の
足
跡
を
確
認
す
る
道
筋

を
僅
か
な
り
と
も
担
保
し
た
い
と
考
え
る
た
め
で
あ
る
。
資
料
名
・
資
料
番
号
は
、
現
在
非

公
開
と
な
っ
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
は
明
記
す
る
が
、
公
開
さ
れ
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
は

一
部
を
伏
せ
る
措
置
を
と
っ
た
。
史
料
に
多
量
に
含
ま
れ
る
「
旧
土
人
」
と
い
っ
た
差
別

語
、
ア
イ
ヌ
に
対
す
る
侮
蔑
が
ま
と
わ
り
つ
い
た
文
章
は
、
歴
史
的
史
料
と
し
て
の
性
格
に

鑑
み
そ
の
ま
ま
と
し
た
。
こ
れ
ら
の
点
に
つ
い
て
、
あ
ら
か
じ
め
ご
理
解
を
お
願
い
し
た

い
。一

　
札
幌
新
道
建
設
に
伴
う
退
去
と
移
入

（
一
）
ト
ツ
カ
リ
モ
イ
か
ら
の
退
去

　
最
初
に
紹
介
す
る
史
料
は
、
開
拓
使
函
館
支
庁
新
道
建
築
掛
雑
務
課
が
作
成
し
た
『
略
輯

旧
開
拓
使
会
計
書
類　

第
九
号　

第
二
百
十
冊　

二
分
割
ノ
二
』（
簿
書
：
六
九
四
三
）
の

一
五
八
件
目
に
収
録
さ
れ
て
い
る
無
題
文
書
で
あ
る
。

【
史
料
一-

（
一
）-

一
】

新
道
御
拓
之
砌
、
元
ト
ツ
カ
リ
モ
イ
土
人
シ
ユ
テ
キ
ハ
外
壱
人
、
居
小
屋
並
手
作
物
共

御
取
揚
ニ
付
、
御
手
当
金
之
儀
御
掛
合
有
之
、
承
知
い
た
し
候
、
地
面
之
義
ハ
上
中

下
之
次
第
も
有
之
、
必
地
方
官
江
御
掛
合
、
同
官
仕
出
之
上
な
ら
て
は
御
取
計
相
成
間

敷
、
且
土
人
居
小
屋
ト
ハ
乍
申
、
作
家
之
善
悪
少
々
之
違
も
可
之
有
、
付
而
ハ
実
地
形

見
之
営
繕
課
江
御
相
談
之
上
、
御
伺
書
御
廻
ニ
相
成
可
然
歟
、
当
所
ニ
而
ハ
不
見
〔
聞
カ
〕
問
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之
義
、
商
議
い
た
し
兼
候
也
、
此
段
及
御
廻
答
候
也

七
月
十
六
日

　
冒
頭
の
「
新
道
」
は
、
一
八
七
二
（
明
治
五
）
年
に
着
工
し
翌
年
竣
工
し
た
札
幌
新
道
で

あ
り
、「
ト
ツ
カ
リ
モ
イ
」
は
、「
ト
カ
リ
モ
イ
」、「
ト
カ
ラ
モ
イ
」、「
ト
キ
カ
ラ
モ
イ
」
な

ど
と
も
記
さ
れ
る
、
絵
鞆
半
島
北
岸
に
位
置
す
る
入
り
江
と
そ
の
周
辺
（
現
：
室
蘭
市
緑
町

三
丁
目
付
近
）
の
旧
地
名
で
あ
る
（
図
１・２
）（
12
）。

　
札
幌
新
道
は
、
開
拓
使
が
函
館
と
札
幌
を
結
ぶ
幹
線
と
し
て
計
画
し
た
も
の
で
、
函
館
か

ら
北
上
し
た
の
ち
茅
部
郡
森
港
か
ら
海
路
で
室
蘭
港
と
結
び
、
そ
こ
か
ら
東
進
し
て
苫
小
牧

を
経
由
し
札
幌
に
至
る
ル
ー
ト
を
と
っ
た
。
ト
ツ
カ
リ
モ
イ
に
は
室
蘭
か
ら
苫
小
牧
方
面
に

向
か
う
陸
路
の
基
点
と
し
て
港
湾
施
設
が
整
備
さ
れ
、
後
に
周
辺
一
帯
が
室
蘭
港
、
新
室
蘭

と
呼
称
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
も
と
の
室
蘭
村
は
旧
室
蘭
、
元
室
蘭
（
本

室
蘭
）
と
呼
ば
れ
た
。

　
史
料
に
は
や
や
文
意
を
掴
み
か
ね
る
部
分
も
あ
る
が
、
札
幌
新
道
建
設
に
伴
い
ト
ツ
カ
リ

モ
イ
に
居
住
す
る
ア
イ
ヌ
二
戸
の
家
屋
等
が
「
御
取
揚
」
と
な
り
、
そ
の
手
当
金
の
支
払
い

に
関
す
る
掛
合
が
な
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
読
み
取
れ
る
。

　

こ
の
一
件
に
つ
い
て
は
、
開
拓
使
吏
員
で
あ
っ
た
小
林
芳
五
郎
か
ら
の
聞
き
取
り
に

も（
13
）、
関
連
情
報
が
含
ま
れ
て
い
る
。

【
史
料
一-

（
一
）-

二
】

新
室
蘭
ハ
土
言
「
元
」
ト
「
カ
」
ラ
モ
イ
ト
称
セ
リ
、
埠
頭
ヲ
築
ク
ニ
及
テ
新
室
蘭
港

ト
改
称
セ
リ
、
ト
カ
ラ
モ
イ
ハ
土
言
ア
ザ
ラ
シ
ノ
居
ル
処
ト
云
フ
義
ニ
シ
テ
、
土
人
ノ

住
家
二
戸
ア
ル
ノ
ミ
ナ
リ
シ
ニ
、
初
メ
旧
室
蘭
ヨ
リ
木
材
ヲ
運
輸
シ
テ
土
人
開
墾
地
ニ

揚
陸
セ
シ
ニ
、
土
人
怒
テ
償
ヒ
ヲ
要
求
ス
ル
ニ
因
テ
、
米
壱
苞
ヲ
与
ヘ
タ
レ
バ
、
土
人

ハ
他
所
ニ
引
越
セ
リ

　
新
道
建
設
時
に
「
ト
カ
ラ
モ
イ
」
に
は
二
戸
の
ア
イ
ヌ
が
居
住
し
て
い
た
。
そ
の
「
開
墾

地
」
に
資
材
を
揚
陸
し
た
と
こ
ろ
、
怒
っ
た
ア
イ
ヌ
か
ら
抗
議
を
受
け
た
。
そ
こ
で
補
償
と

し
て
「
米
一
苞
」
を
渡
す
と
、
ア
イ
ヌ
は
移
転
し
て
い
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る（
14
）。

　
建
設
工
事
に
伴
い
作
成
さ
れ
た
『
新
道
出
来
形
絵
図
』
に
は
、
ト
ツ
カ
リ
モ
イ
の
海
岸
付

近
に
高
床
式
倉
庫
を
伴
う
家
屋
群
が
描
か
れ
て
い
る
（
図
３-

１
）。
同
図
に
は
白
老
郡
シ

キ
ウ
（
敷
生
）、
シ
ラ
オ
イ
（
白
老
）、
シ
ャ
タ
イ
（
社
台
）、
千
歳
郡
な
ど
、
当
時
ア
イ
ヌ

の
集
落
が
位
置
し
て
い
た
箇
所
に
同
様
の
様
式
の
家
屋
が
描
か
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ

が
新
道
建
設
に
伴
い
立
ち
退
く
こ
と
と
な
っ
た
ア
イ
ヌ
の
居
住
地
点
を
示
す
も
の
で
あ
る
可

能
性
が
高
い
。

　
立
ち
退
き
を
求
め
ら
れ
た
と
い
う
「
シ
ユ
テ
キ
ハ
」
は
、
一
八
七
一
（
明
治
四
）
年
に
作

成
さ
れ
た
次
の
「
片
倉
小
十
郎
支
配
地　
胆
振
国
縨
別
郡
室
蘭
郡
永
住
人
出
稼
人
並
土
人
姓

名
調
」（
15
）
に
記
さ
れ
た
「
シ
ツ
テ
キ
ハ
」
と
同
一
人
物
で
あ
ろ
う
。

室
蘭
郡
住
居

一　
　
　
　
　
　
シ
ツ
テ
キ
ハ

一　
　
　
　
　
同
ヲ
ヒ
シ
テ
ク
ル

　
　
〆
弐
軒
人
口
拾
二
人
内 

男
五
人

女
七
人

　
列
記
さ
れ
て
い
る
「
ヲ
ヒ
シ
テ
ク
ル
」
は
、
ウ
ピ
シ
テ
ク
ル
、
後
に
和
名
押
杵
帯
九
郎
を

名
の
り
、
道
路
開
鑿
や
学
校
設
置
に
大
き
な
功
績
を
残
し
、
一
九
〇
六
（
明
治
三
九
）
年
に

は
言
語
学
者
金
田
一
京
助
の
調
査
に
協
力
し
た
こ
と
で
も
著
名
な
人
物
で
あ
る（
16
）。
林
顕

三
『
北
海
誌
料
』
に
は
、「
本
港
（
筆
者
注
：
室
蘭
港
）
ハ
元
内
地
人
ノ
常
住
セ
ル
者
ナ
ク

…
土
人
ハ
押
杵
帯
九
郎
ナ
ル
者
及
外
一
戸
、
其
家
族
四
五
人
ト
共
ニ
ト
カ
リ
沢
（
現
今
波
止

場
附
近
）
ニ
居
住
セ
ル
モ
、
明
治
五
年
中
絵
鞆
村
ヘ
転
住
セ
リ
」（
傍
線
筆
者
）
と
の
記
述

が
あ
る（
17
）。
居
住
地
点
に
く
わ
え
「
転
住
」
の
年
代
も
一
致
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
史
料

一-
（
一
）-

一
の
「
外
壱
名
」
は
、
押
杵
を
指
す
も
の
と
考
え
て
良
い
だ
ろ
う（
18
）。

　
幕
末
の
一
八
五
四
（
安
政
元
）
年
に
作
成
さ
れ
た
地
図
に
は
、
ト
ツ
カ
リ
モ
イ
の
位
置
に

複
数
の
家
屋
が
描
か
れ
て
い
る
（
図
３-

２
）。
一
八
五
六
（
安
政
三
）
年
の
「
モ
ロ
ラ
ン
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図 2　関連資料（1）

1　『新室蘭トカリモイ切開き当時の光景』［1872（明治 5）年］（北海道大学附属図書館所蔵、部分）

2　『室蘭港ノ景』［1874（明治 7）年以降］（北海道大学附属図書館所蔵、部分）2　『室蘭港ノ景』［1874（明治 7）年以降］（北海道大学附属図書館所蔵、部分）

図 2　関連資料（1）

1　『新室蘭トカリモイ切開き当時の光景』［1872（明治 5）年］（北海道大学附属図書館所蔵、部分）
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エトモ

トツカリモイ絵鞆半島

図 3　関連資料（2）

1　『新道出来形絵図』［1873（明治 6）年］に描かれた高床式倉庫を併設した家屋群（北海道大学附属図書館所蔵、部分）

2　Endermo Harbour, Yezo Island, Japan Islands に描かれた集落の位置［1854 年測量、1859 年印刷］（北海道大学附属図書館所蔵、部分）

図 2-2 に写る桟橋が建設される位置

高床式倉庫を併設した
家屋群

図 2-1 の撮影方向（推定）

図 2-2 の撮影方向（推定）

札幌新道

2　Endermo Harbour, Yezo Island, Japan Islands に描かれた集落の位置［1854 年測量、1859 年印刷］
　  （北海道大学附属図書館所蔵、部分）

図 3　関連資料（2）

1　『新道出来形絵図』［1873（明治 6）年］に描かれた高床式倉庫を併設した家屋群（北海道大学附属図書館所蔵、部分）
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場
所
人
別
」
で
は
、「
ト
カ
リ
ム
イ
」
に
居
住
す
る
ア
イ
ヌ
と
し
て
二
戸
十
一
人
の
記
載
が

あ
り
、
ナ
ヌ
シ
の
「
伜
」
と
し
て
「
ヲ
ヒ
シ
テ
ク
ル
」
の
名
も
見
え
る（
19
）。

ト
カ
リ
ム
イ

　
　
　
　
　
　
ナ
ヌ
シ 　
　
五
十
才

　
　
　
　
　
伜
ヲ
ヒ
シ
テ
ク
ル 

十
八

　
　
　
　
　
　
サ
ケ
ハ  　
　

  

十
五

　
　
　
　
　
子
供
二
人

　
　
　
　
　
〆
男
五
人

　
　
　
　
　
　
ロ
ク
ン
ブ　
四
十
二
才

　
　
　
　
　
妻
モ
ン
サ
ヲ
ク　
三
十
才

　
　
　
　
　
伜
サ
ラ
カ
セ　
　
　
十
才

　
　
　
　
　
　
セ
ク
ロ　
　
　
　
四
才

　
　
　
　
　
娘
シ
リ
ニ
ン
セ　
　
五
才

　
二
軒
十
一
人　
　
　
九
人　
女
弐
人

　

こ
こ
に
は
シ
ユ
テ
キ
ハ
の
名
が
見
え
ず
、「
ロ
ク
ン
ブ
」（
20
）
が
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、

居
住
者
に
は
若
干
の
出
入
り
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
遅
く
と
も
幕
末
期
以
降
、
数

戸
の
ア
イ
ヌ
が
こ
の
地
に
居
住
す
る
状
況
が
あ
っ
た
に
も
関
わ
ら
ず
、
そ
れ
を
度
外
視
す
る

形
で
新
道
の
建
設
が
推
し
進
め
ら
れ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
こ
の
地
域
の
ア
イ
ヌ
は
従
前
か
ら
利

用
し
て
い
た
土
地
の
一
つ
か
ら
退
去
す
る
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

（
二
）
ト
ツ
カ
リ
モ
イ
へ
の
移
入
の
構
想

　

次
に
取
り
上
げ
る
の
は
、『
自
明
治
三
年
至
同
五
年　

東
部
各
郡　

附
浦
川
管
轄
・
根
室

管
轄
・
宗
谷
管
轄　

部
類
抄
録
附
集
一
』（
簿
書
：
Ａ
四
／
四
〇
六
）
の
一
九
件
目
に
収
録

さ
れ
て
い
る
無
題
文
書
で
あ
る
。
差
出
人
は
一
八
七
二
（
明
治
五
）
年
八
月
一
〇
日
付
で
室

蘭
詰
に
任
じ
ら
れ
、
同
月
二
五
日
に
中
主
典
と
な
っ
た
柴
沼
由
之
で（
21
）、
文
書
は
同
年
の

九
月
に
送
付
さ
れ
て
い
る
。

【
史
料
史
料
一-

（
二
）】

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
室
蘭
詰

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
柴
沼
中
主
典

今
般
、
当
室
蘭
海
湾
字
砥
苅
母
衣
ヨ
リ
、
札
幌
エ
新
道
御
開
ニ
付
、
砥
苅
母
衣
エ
新
駅

逓
出
来
候
ニ
付
テ
ハ
人
馬
継
立
可
致
処
、
同
所
近
傍
ニ
土
人
共
永
住
之
者
無
御
座
、
人

足
継
立
差
支
候
間
、
室
蘭
郡
土
人
戸
数
六
十
一
戸
御
座
候
内
、
三
十
一
戸
ハ
室
蘭
駅
逓

附
、
三
十
戸
ハ
砥
苅
母
衣
駅
逓
附
ト
シ
テ
、
両
駅
エ
土
人
戸
数
半
数
ツ
ヽ
相
分
、
通
行

無
差
支
継
立
為
仕
度
候
ニ
付
、
砥
苅
母
衣
駅
逓
附
土
人
三
十
戸
、
同
所
近
傍
エ
地
割

仕
、
移
住
為
仕
度
奉
存
候
間
、
小
屋
掛
料
ト
シ
テ
一
戸
エ
金
二
円
宛
御
手
当
被
下
置
候

様
仕
度
、
依
之
別
紙
調
書
相
添
、
此
段
奉
伺
候
也

　
　
　
　
　
申
九
月

　
　
伺
之
通
、
尤
小
屋
掛
ケ
料
金
五
円
宛
被
下
候
事

　
札
幌
新
道
の
建
設
に
伴
い
「
砥ト
カ
リ
モ

苅
母
衣イ

」
に
新
駅
逓
を
設
置
す
る
こ
と
と
な
っ
た
が
、
付

近
に
は
ア
イ
ヌ
の
「
永
住
之
者
」
が
い
な
い
た
め
、「
人
馬
継
立
」
に
差
し
支
え
が
生
じ
る
。

そ
の
た
め
、
室
蘭
郡
内
に
居
住
す
る
ア
イ
ヌ
六
一
戸
の
う
ち
、
三
一
戸
は
室
蘭
駅
逓
付
き
、

三
〇
戸
は
新
た
に
設
置
さ
れ
る
「
砥
苅
母
衣
」
駅
逓
付
き
と
し
た
い
。
付
い
て
は
、
新
た
に

「
砥
苅
母
衣
」
配
置
と
な
る
ア
イ
ヌ
を
駅
逓
の
近
傍
に
「
地
割
」
を
お
こ
な
い
移
住
さ
せ
た

い
の
で
、「
小
屋
掛
料
」
と
し
て
一
戸
に
つ
き
二
円
を
支
給
し
た
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ

の
伺
い
は
金
額
を
五
円
に
増
額
し
、
認
め
ら
れ
て
い
る
。

　

近
世
の
場
所
請
負
制
下
で
は
、
ア
イ
ヌ
は
各
場
所
の
労
働
力
と
し
て
編
成
さ
れ
て
お
り
、

人
馬
継
立
も
負
担
し
て
い
た
。
本
史
料
か
ら
は
、
近
代
初
頭
の
当
該
地
域
に
あ
っ
て
は
、
ア

イ
ヌ
に
近
世
以
来
の
役
割
を
担
わ
せ
る
状
況
が
継
続
し
て
い
た
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。

　
こ
の
決
定
が
実
行
に
移
さ
れ
た
か
否
か
を
明
ら
か
に
し
得
る
史
料
は
未
見
で
あ
る
。
相
前

後
す
る
時
期
の
室
蘭
郡
の
戸
口
を
確
認
す
る
と
、
一
八
七
一
（
明
治
四
）
年
の
段
階
で
室
蘭
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村
居
住
と
し
て
一
括
し
て
把
握
さ
れ
て
い
た
ア
イ
ヌ
の
う
ち
、
一
八
七
四
（
明
治
七
）
年
に

は
お
よ
そ
半
数
の
み
が
元
室
蘭
村
の
管
轄
と
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら（
22
）、
そ
の
他
の
人
々

が
「
室
蘭
港
」
の
管
轄
と
な
っ
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
の
こ
と
が
実
際
に
居

住
地
の
移
転
が
実
行
さ
れ
た
こ
と
を
示
す
も
の
か
は
な
お
明
瞭
さ
を
欠
き
、
今
後
の
調
査
が

必
要
で
あ
る
。

（
三
）
小
結

　
近
代
に
お
け
る
官
命
に
よ
る
ア
イ
ヌ
の
居
住
地
の
移
転
に
つ
い
て
は
、『
殖
民
状
況
報
文
』

に
記
載
さ
れ
た
事
例
な
ど
が
集
成
さ
れ
て
き
た
も
の
の（
23
）、
当
然
な
が
ら
、
な
お
広
く
知

ら
れ
て
い
な
い
事
例
も
少
な
く
な
い
。
ま
た
、
そ
れ
ぞ
れ
の
事
例
に
つ
い
て
、
必
ず
し
も
詳

細
な
経
緯
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

　
本
章
で
検
討
し
た
ト
ツ
カ
リ
モ
イ
の
事
例
で
は
、
新
道
建
設
と
い
う
一
つ
の
出
来
事
を
め

ぐ
っ
て
、
開
拓
使
に
よ
る
開
発
計
画
が
ア
イ
ヌ
の
居
住
実
態
を
度
外
視
し
て
進
行
し
、
ア
イ

ヌ
が
排
除
さ
れ
て
い
く
側
面
と
、
ア
イ
ヌ
を
労
働
力
と
位
置
付
け
移
入
さ
せ
よ
う
と
す
る
側

面
が
同
時
に
立
ち
現
れ
て
い
た
。
後
者
の
よ
う
な
状
況
は
、
後
に
北
海
道
全
域
で
和
人
移
民

が
増
加
し
、
ア
イ
ヌ
へ
の
労
働
力
と
し
て
の
期
待
が
喪
失
し
、
開
拓
の
「
足
手
ま
と
い
」
と

見
な
さ
れ
、「
保
護
民
」
と
蔑
視
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
以
降
は
見
ら
れ
な
い
も
の
で
あ
る
。

そ
の
点
に
お
い
て
ト
ツ
カ
リ
モ
イ
の
事
例
は
、
近
世
的
な
状
況
と
近
代
的
な
状
況
が
交
錯
す

る
様
相
と
位
置
付
け
る
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。

二
　「
旧
土
人
貸
与
耕
地
」
の
選
定
と
「
旧
土
人
耕
地
仮
渡
地
所
」

（
一
）「
旧
土
人
貸
与
耕
地
」
の
設
定

　

三
県
一
局
時
代
に
入
る
と
、
異
常
気
象
や
乱
獲
に
よ
る
鹿
の
急
激
な
減
少
、
鮭
漁
の
規

制
な
ど
に
よ
り
、
十
勝
・
日
高
地
方
を
中
心
と
し
て
ア
イ
ヌ
の
困
窮
が
急
激
に
深
刻
化
し

た
。
官
は
こ
れ
に
対
し
勧
農
を
以
っ
て
臨
み
、
一
八
八
四
（
明
治
一
七
）
年
か
ら
は
「
根
室

県
旧
土
人
救
済
方
法
」、
翌
一
八
八
五
（
明
治
一
八
）
年
か
ら
は
「
札
幌
県
旧
土
人
救
済
方

法
」
が
、
と
も
に
国
費
を
財
源
と
し
て
実
施
さ
れ
た
こ
と
は
広
く
知
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、

一
八
九
四
（
明
治
二
七
）
年
に
は
北
海
道
庁
に
よ
り
、
千
歳
原
野
の
「
解
放
」
に
先
立
ち
ア

イ
ヌ
一
戸
あ
た
り
一
万
五
千
坪
以
内
の
「
土
人
保
護
地
」
を
官
有
地
第
三
種
と
し
て
存
置
す

る
こ
と
、
以
後
、
殖
民
区
画
を
設
定
す
る
際
に
付
近
に
ア
イ
ヌ
が
居
住
し
て
い
る
場
合
に
は

同
様
の
措
置
を
と
る
こ
と
が
決
定
さ
れ
て
い
る（
24
）。「
保
護
」
を
謳
う
も
の
の
、
そ
の
内
実

は
和
人
移
民
の
侵
入
が
ア
イ
ヌ
の
生
業
基
盤
を
破
壊
し
て
い
る
事
実
を
当
然
視
し
つ
つ
、
そ

れ
に
よ
り
困
窮
に
追
い
込
ま
れ
る
ア
イ
ヌ
に
対
し
て
は
耕
地
を
割
り
当
て
農
業
に
従
事
さ
せ

る
と
い
う
、
啓
蒙
主
義
的
性
格
を
強
く
帯
び
た
弥
縫
策
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。

　
こ
う
し
た
一
連
の
勧
農
策
に
基
づ
く
耕
地
設
定
の
実
態
に
関
し
て
は
、
十
勝
地
方
に
つ
い

て
は
山
田
が
網
羅
的
な
検
討
を
お
こ
な
い
、
三
県
時
代
の
農
耕
教
授
地
や
「
土
人
保
護
地
」

が
、
後
に
「
北
海
道
旧
土
人
保
護
法
」
に
よ
る
土
地
下
付
の
下
敷
き
と
な
っ
た
こ
と
を
明
ら

か
に
し
て
い
る
ほ
か
、
旭
川
近
文
原
野
や
新
十
津
川
周
辺
の
事
例
に
関
す
る
詳
細
な
研
究
が

進
め
ら
れ
て
き
た（
25
）。
し
か
し
、
そ
の
他
の
地
域
に
つ
い
て
は
、「
救
済
方
法
」
が
着
手
さ

れ
な
か
っ
た
石
狩
郡
で
、
ア
イ
ヌ
が
従
来
か
ら
利
用
し
て
来
た
耕
地
が
将
来
の
農
耕
教
授
候

補
地
と
し
て
扱
わ
れ
た
こ
と
を
示
す
史
料
が
注
意
さ
れ
る
な
ど
、
研
究
が
進
み
つ
つ
あ
る
と

は
い
え（
26
）、
情
報
は
な
お
断
片
的
で
あ
る
。

　

室
蘭
郡
に
つ
い
て
は
、『
室
蘭
市
史　

上
巻
』
に
「
札
幌
県
旧
土
人
救
済
方
法
」
に
関

す
る
言
及
が
あ
り
、「
此
の
令
達
」
に
基
づ
い
て
絵
鞆
村
に
四
九
〇
〇
坪
、
小
橋
内
に

三
四
〇
〇
〇
坪
、
シ
ク
ヂ
シ
に
三
六
〇
〇
〇
坪
、
輪
西
各
村
に
五
九
六
〇
〇
坪
の
土
地
を

「
選
定
」
し
た
も
の
の
、
廃
県
置
庁
に
よ
り
一
時
中
止
に
至
っ
た
と
さ
れ
て
い
る（
27
）。
さ
し

あ
た
り
、
こ
の
記
述
に
対
す
る
実
証
研
究
が
必
要
で
あ
る
。

　
こ
こ
で
取
り
上
げ
る
の
は
、
廃
県
置
庁
に
伴
い
一
八
八
六
（
明
治
一
九
）
年
二
月
八
日
付

で
元
室
蘭
外
三
郡
（
室
蘭
・
幌
別
・
有
珠
・
虻
田
郡
）
郡
長
田
村
顕
允
が
元
札
幌
県
令
代
理

佐
藤
秀
顕
に
対
し
提
出
し
た
『
明
治
十
九
年
二
月　

廃
県
置
庁
引
継
書
』（
簿
書
：
Ａ
五-

二
／
一
七・一
八
）
に
含
ま
れ
る
、「
室
蘭
郡
絵
鞆
村
旧
土
人
貸
与
耕
地
選
定
処
分
未
決
引
渡

目
録
」
で
あ
る
。
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【
史
料
二
】

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
処
分
未
決
目
次

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
室
蘭
郡
絵
鞆
村

一　
旧
土
人
貸
与
耕
地
撰
定
ノ
件

本
件
ハ
、
明
治
十
六
年
六
月
十
三
日
旧
札
幌
県
勧
業
課
通
［
達
カ
］
第
弐

項
ニ
基
キ
、
旧
土
人
ヘ
授
産
ノ
為
メ
、
別
紙
略
図
ノ
通
予
メ
区
域
ヲ
定

メ
、
各
戸
ヘ
分
賦
貸
与
、
農
事
ニ
従
事
セ
シ
メ
ン
ヿ
ヲ
謀
リ
、
計
画
シ
タ

レ
ト
モ
、
未
タ
実
施
前
ニ
付
未
決

右
及
御
引
渡
候
也

　
明
治
十
九
年
二
月　
　
　
　
　
　
　
　
室
蘭
元
郡
長
田
村
顕
允
（
印
）

　
付
図
六
点
は
図
４
～
６
に
示
し
た
。

　
史
料
中
に
記
さ
れ
る
「
明
治
十
六
年
六
月
十
三
日
」
付
の
札
幌
県
勧
業
課
通
達
に
つ
い
て

は
経
緯
を
把
握
し
き
れ
て
い
な
い
も
の
の
、
こ
の
当
時
、
札
幌
県
内
部
で
は
ア
イ
ヌ
の
土
地

に
関
す
る
議
論
が
度
々
な
さ
れ
、
同
年
三
月
に
開
催
さ
れ
た
郡
区
長
集
会
で
は
、「
旧
土
人

ノ
戸
数
ニ
応
シ
、
其
開
墾
シ
得
ヘ
キ
地
所
ヲ
撰
ヒ
、
漸
次
割
渡
ス
ヘ
キ
モ
ノ
ト
シ
、
当
分
之

ヲ
官
用
地
又
ハ
共
有
地
ト
定
メ
置
」
こ
と
が
決
定
し
て
い
た（
28
）。
こ
う
し
た
方
針
に
基
づ

き
、
廃
県
置
庁
ま
で
の
い
ず
れ
か
の
時
点
で
支
庁
に
対
し
「
貸
与
耕
地
」
の
選
定
が
指
示
さ

れ
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
。
こ
の
点
、
今
後
の
課
題
で
あ
る
。

（
二
）
小
結

　
本
章
で
紹
介
し
た
史
料
と
『
室
蘭
市
史　
上
巻
』
の
記
述
を
比
較
す
る
と
、
絵
鞆
村
の
と

あ
る
地
区
に
四
九
〇
〇
坪
（
図
５
―
１
）。
字
小
橋
内
に
三
四
〇
〇
〇
坪
（
図
５
―
２
）
な

ど
、
地
区
・
面
積
が
一
致
す
る
部
分
も
あ
る
も
の
の
、
食
い
違
い
も
少
な
く
な
い
。
市
史
が

依
拠
し
た
史
料
の
特
定
と
、
関
連
史
料
の
照
合
が
必
要
で
あ
る
。

　

ま
た
、
室
蘭
郡
で
は
近
代
初
頭
に
は
ア
イ
ヌ
が
少
な
く
と
も
計
八
町
四
反
拾
弐
歩
の
土

地
を
耕
作
し
て
い
た
記
録
が
あ
る
が
、
そ
れ
ら
の
土
地
が
地
租
創
定
の
時
点
で
私
有
地
化
、

官
有
地
第
三
種
へ
の
編
入
が
な
さ
れ
て
い
た
形
跡
は
な
い（
29
）。
こ
う
し
た
従
前
の
耕
地
と

「
貸
与
耕
地
」
と
の
連
続
性
の
有
無
の
確
認
も
、
重
要
な
論
点
と
な
る
だ
ろ
う
。

　
本
史
料
が
綴
ら
れ
た
の
と
同
じ
簿
冊
に
は
、
虻
田
郡
虻
田
・
弁
辺
・
礼
文
華
村
、
幌
別
郡

幌
別
・
登
別
・
鷲
別
村
に
つ
い
て
、
絵
鞆
村
と
ほ
ぼ
同
内
容
の
文
書
・
図
面
が
綴
ら
れ
て
い

る
。
一
方
、
同
じ
室
蘭
郡
内
で
も
輪
西
村
・
室
蘭
村
に
つ
い
て
は
、
人
名
が
記
入
さ
れ
た

「
仮
渡
」
状
況
に
関
す
る
地
図
が
作
成
さ
れ
て
い
る
（
図
７
）（
30
）。
こ
の
よ
う
に
、
札
幌
県

廃
止
の
時
点
で
、「
勧
農
」
の
実
施
状
況
に
は
管
内
で
も
ば
ら
つ
き
が
あ
っ
た
も
の
と
み
ら

れ
る
点
に
も
、
注
意
し
て
お
き
た
い
。
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（10）

図 4　室蘭郡絵鞆村に設定された「耕地見込所」（1）（個人名は黒塗りとした）

1

22

図 4　室蘭郡絵鞆村に設定された「耕地見込所」（1）（個人名は黒塗りとした）

1
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（11）

図 5　室蘭郡絵鞆村に設定された「耕地見込所」（2）（個人名は黒塗りとした）

1

2
2

図 5　室蘭郡絵鞆村に設定された「耕地見込所」（2）（個人名は黒塗りとした）

1
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（12）

図 6　室蘭郡絵鞆村に設定された「耕地見込所」（3）

1

2
2

図 6　室蘭郡絵鞆村に設定された「耕地見込所」（3）

1
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（13）

図 7　室蘭郡室蘭村・輪西村の「畑地仮渡地所」（個人名は黒塗りとした）

1

2
2

図 7　室蘭郡室蘭村・輪西村の「畑地仮渡地所」（個人名は黒塗りとした）

1
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三
　
北
海
道
旧
土
人
保
護
法
に
よ
る
土
地
下
付

（
一
）
室
蘭
郡
に
お
け
る
施
行
実
態
に
関
す
る
先
行
研
究
と
課
題

　

北
海
道
旧
土
人
保
護
法
（
一
八
九
九
（
明
治
三
二
）
年
三
月
一
日
法
律
第
二
七
号
、
以

下
「
保
護
法
」）
の
第
一
条
「
北
海
道
旧
土
人
ニ
シ
テ
農
業
ニ
従
事
ス
ル
者
又
ハ
従
事
セ
ム

ト
欲
ス
ル
者
ニ
ハ
一
戸
ニ
付
土
地

一
万
五
千
坪
以
内
ヲ
限
リ
無
償
下

付
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
」
に
よ
る
土
地

下
付
の
実
態
に
関
し
て
は
、
十
勝

地
方
、
後
志
地
方
に
関
す
る
比
較

的
詳
細
な
分
析
が
あ
る
ほ
か
、
山

越
郡
・
白
老
郡
の
状
況
に
関
す
る

概
観
が
な
さ
れ
て
お
り（
31
）、
土
地

下
付
の
経
緯
に
か
な
り
の
地
域
差

が
あ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ

て
き
て
い
る
。

　

室
蘭
郡
の
状
況
に
つ
い
て
『
室

蘭
市
史　

下
巻
』
は
、「
市
内
絵

鞆
及
輪
西
方
面
」
に
居
住
す
る
ア

イ
ヌ
に
対
し
、
一
九
〇
三
（
明
治

三
六
）
年
～
一
九
一
八
（
大
正

七
）
年
に
か
け
て
一
四
二
件
、
計

一
六
六
町
二
七
歩
の
土
地
を
下

付
し
、
ア
イ
ヌ
に
「
自
営
自
活
の

途
を
講
ぜ
し
」
め
た
と
す
る
（
表

１
）。
ま
た
そ
の
後
、
絵
鞆
周
辺
で

は
一
九
二
二
（
大
正
十
一
）
年
に
至
っ
て
も
、「
手
続
き
上
の
遅
延
よ
り
給
与
地
を
有
せ
ざ

る
」
状
態
に
あ
っ
た
二
十
数
名
の
ア
イ
ヌ
が
、
所
有
権
確
認
請
求
を
札
幌
地
方
裁
判
所
に
提

出
し
た
こ
と
を
受
け
て
、
北
海
道
庁
・
室
蘭
区
は
絵
鞆
一
八
戸
、
祝
津
志
二
戸
、
小
橋
内
一

戸
の
ア
イ
ヌ
に
対
し
、
訴
訟
を
取
り
下
げ
さ
せ
、
一
九
二
五
（
大
正
一
四
）
年
に
無
償
下
付

を
実
施
し
た
と
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
こ
の
下
付
地
は
下
付
か
ら
二
年
後
に
は
函
館
市
の
和

人
が
土
地
の
買
収
を
計
画
し
、
一
九
二
八
（
昭
和
三
）
年
一
〇
月
に
、
一
七
名
の
土
地
二
一

町
六
反
七
畝
が
二
万
円
で
売
却
さ
れ
た
と
も
い
う（
32
）。

　
「
保
護
法
」
第
一
条
に
よ
り
下
付
さ
れ
た
土
地
の
う
ち
、
開
墾
に
成
功
し
な
か
っ
た
土
地

は
、
同
法
「
第
三
条　
第
一
条
ニ
依
リ
下
付
シ
タ
ル
土
地
ニ
シ
テ
其
ノ
下
付
ノ
年
ヨ
リ
起
算

シ
十
五
箇
年
ヲ
経
ル
モ
尚
開
墾
セ
サ
ル
部
分
ハ
之
ヲ
没
収
ス
」
に
よ
る
没
収
処
分
の
対
象
と

な
っ
た
。
山
田
伸
一
は
こ
の
条
文
の
実
際
の
適
用
状
況
に
つ
い
て
、
北
海
道
立
文
書
館
が
閲

覧
制
限
措
置
を
開
始
す
る
以
前
に
網
羅
的
な
調
査
を
お
こ
な
い
、
検
討
を
加
え
て
い
る
。
山

田
に
よ
れ
ば
、
室
蘭
郡
で
は
一
九
三
九
（
昭
和
一
四
）
年
ま
で
に
四
九
町
〇
三
二
一
歩
の

没
収
が
確
認
で
き
る
と
い
う（
33
）。
ま
た
、
成
功
と
さ
れ
た
う
ち
一
件
は
、
下
付
面
積
一
町

一
五
〇
二
歩
の
う
ち
実
際
の
開
墾
面
積
は
四
八
〇
〇
歩
に
過
ぎ
ず
、
残
り
は
「
傾
斜
地
デ
地

味
不
良
」
の
た
め
植
樹
地
と
な
っ
て
い
た
も
の
に
つ
い
て
、「
土
地
ノ
状
況
ヨ
リ
シ
テ
余
儀

ナ
キ
モ
ノ
」
と
し
て
成
功
地
と
し
て
扱
っ
た
も
の
だ
っ
た
と
い
う（
34
）。

（
二
）
輪
西
村
字
幌
萌
に
お
け
る
土
地
「
下
付
」

　
ま
ず
紹
介
す
る
の
は
、
室
蘭
支
庁
が
作
成
し
た
『
明
治
四
十
三
年
自
一
月
至
七
月　
旧
土

人
地
ニ
関
ス
ル
書
類
』（
国
有
未
開
地
処
分
法
完
結
文
書
：
Ａ
七-

二
Ｂ
イ
ブ
一
四
八
）
の

一
〇
件
目
に
綴
ら
れ
た
「
旧
土
人
土
地
下
付
願
」
と
題
す
る
一
連
の
文
書
で
、
翻
刻
に
あ

た
っ
て
時
系
列
順
に
並
べ
替
え
た
。

　

内
容
は
、
輪
西
村
と
元
室
蘭
村
に
住
む
一
〇
名
（
以
下
：
人
物
１
Ａ
～
Ｊ
）
が
、

一
九
〇
六
（
明
治
三
九
）
年
一
二
月
～
一
九
〇
八
（
明
治
四
一
）
年
七
月
に
、
輪
西
村
字
幌

萌
に
お
け
る
「
保
護
法
」
第
一
条
に
よ
る
土
地
下
付
を
出
願
し
、
戸
長
の
副
申
、
事
業
手
に

よ
る
実
地
調
査
を
経
て
、
人
物
Ｉ
・
Ｊ
二
名
分
を
除
き
、
八
名
分
一
二
筆
が
一
九
一
〇
（
明

表 1　『室蘭市史』記載の下付件数・面積
年　度 件数 面積（坪） 一件平均面積（坪）

1903（明治 36）年 5 7,389 1,478 
1909（明治 42）年 4 3,494 874 
1910（明治 43）年 16 32,704 2,044 
1911（明治 44）年 26 35,271 1,357 

1912（明治 45 ／大正元）年 30 141,738 4,725 
1914（大正 3）年 32 207,458 6,483 
1916（大正 5）年 8 25,365 3,171 
1918（大正 7）年 2 19,191 9,596 

不明 18 25,327 1,407 
計 141 497,937 3,531 

※明治 45 年と大正元年分は合算した。本文中に記載された「142 件、166 町 27 歩」（＝
498,027 坪）とは件数・面積とも一致しない。



138

大坂　拓　近代室蘭郡におけるアイヌの土地に関するいくつかの史料について

（15）

治
四
三
）
年
三
月
一
一
日
付
で
許
可
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
出
願
書
類
、
副
申
は
許
可
さ
れ

た
八
名
分
が
綴
ら
れ
て
お
り
、
う
ち
冒
頭
に
綴
ら
れ
た
人
物
１
Ａ
分
の
み
を
翻
刻
し
た
。

【
史
料
三-
（
一
）】

①　
出
願

　
　
　
　
　
　
土
地
下
付
願

　
　
胆
振
国
室
蘭
郡
輪
西
村
字
幌
萌

　
一　
未
開
地 

弐
千
九
百
五
十
八
坪

九

反

一

畝

廿

五

歩

　
　
　
　
外

　
　
　
　
下
付
出
願
地　
参
千
坪　
　
　
畑
ノ
目
的

　
　
　
　
　
明
治
参
拾
九
年
十
二
月
廿
五
日
輪
西
村
字
幌
萌
ニ
於
テ
畑
ノ
目
的
ヲ
以
テ
下

　
　
　
　
　
付
出
願
中

　
　
右
ハ
農
業
ニ
従
事
致
度
候
間
、
北
海
道
旧
土
人
保
護
法
第
一
条
ニ
依
リ
無
償
下
附
被

　
　
成
下
度
、
別
紙
図
面
及
家
族
調
相
添
ヘ
、
此
段
奉
願
候
也

　
　
　
　
　
明
治
四
拾
年
四
月
二
十
七
日

　
　
　
　
　
　
　
北
海
道
室
蘭
郡
輪
西
村
字
幌
萌
番
外
地

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
［
人
物
１
Ａ
］
㊞

　
　
北
海
道
庁
長
官
河
島
醇
殿

　
　
「
〔
朱
書
〕

経
第
三
○
号
」

　
　
　
　
「
明
治
四
拾
年
五
月
一
日
経
由
」
㊞

　
　
（
図
面
、
家
族
調
、
印
鑑
証
明
願
省
略
）

②　
副
申

　
　
（
の
ど
一
行
判
読
不
能
）

　
　
　
　
明
治
四
十
三
年
二
月
二
十
六
日

　
　
　
　
　
　
　
　
輪
西
外
二
ヶ
村
戸
長
㊞

　
　
　
　
室
蘭
支
庁
長
殿

　
　
左
記
及
回
答
候
也

　
　
客
年
五
月
五
日
室
拓
第
一
九
二
号
ヲ
、
旧
土
人
土
地
下
付
地
願
書
不
備
ノ
件
、
整
備

　
　
方
御
照
会
ニ
依
リ
、
夫
々
許
可
別
紙
意
見
書
共
ニ
願
書
十
三
通
再
出
致
候
、
尚
七
通

　
　
不
用
ノ
分
ハ
各
自
ニ
返
戻
ス

　
　
（
申
請
内
容
一
覧
省
略
）

　
　
右
旧
土
人
保
護
法
ニ
依
リ
土
地
下
付
願
出
ニ
付
、
事
実
取
調
候
処
、
前
記
ノ
土
地
ハ

　
　
先
代
ヨ
リ
居
住
開
墾
シ
ツ
ヽ
ア
ル
ト
、
又
土
人
下
付
予
定
地
等
ニ
シ
テ
、
彼
等
既
ニ

　
　
既
得
権
ヲ
得
タ
ル
ガ
如
キ
観
ヲ
有
ス
ル
土
地
ニ
シ
テ
、
他
ニ
出
願
者
モ
無
之
、
且
ツ

　
　
法
第
一
条
ノ
制
限
以
内
ニ
有
之
候
条
、
御
詮
議
ノ
上
御
下
付
相
成
候
様
致
度
、
此
段

　
　
意
見
開
陳
候
也

　
　
　
　
明
治
四
十
三
年
二
月
二
十
六
日

　
　
（
の
ど
一
行
判
読
不
能
）
㊞

　
　
室
蘭
支
庁
長
服
部
慶
太
郎
殿

③　
調
書

　
　
別
紙
［
人
物
１
Ａ
］
外
七
名
土
地
下
付
願
ニ
対
シ
実
地
調
査
ス
ル
ニ
、
左
記
ノ
通
リ

　
　
ニ
有
之
候
条
、
一
件
書
類
相
添
此
段
上
申
候
也

　
　
　
明
治
四
十
三
年
三
月
五
日　
　
　
　
　
事
業
手　
尾
嵜　
寛
㊞

　
　
　
　
室
蘭
支
庁
長
服
部
慶
太
郎
殿

　
　

 

■　
収
受
年
月
日　
四
〇
年
五
月
三
日

　
　

 

■　
番
号　
　
　
　
第
一
六
九
三
号

　
　

 
■　
町
村
原
野　
　
輪
西
村
字
幌
萌

　
　

 
■　
目
的
地
目　
　
畑

　
　

 

■　
出
願
地
積　
　
二
九
五
八
坪

　
　

 

■　
実
測
地
積　
　
〇
．
九
一
二
五
歩
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■　
土
地
ノ
状
況
及
意
見　
草
原
地
ニ
シ
テ
耕
地
ニ
適
ス
、
土
地
ニ
対
シ
テ
ハ
何
等

支　
　
　
　
障
ナ
シ
、
願
人
ハ
旧
土
人
ニ
シ
テ
、
一
戸
ヲ
経
営
シ
、
農
業
ヲ
以
生
計
之
基

　
　
　
　
礎
ト
ナ
サ
ム
ト
ス
ル
モ
ノ
也
、
許
可
ノ
意
見

　
　

 
■　
氏　
　
名　
　
［
人
物
１
Ａ
］

　
　
　
　
（
七
名
分
省
略
）

　
　
別
紙
輪
西
村
戸
長
之
意
見
書
ニ
列
記
セ
ル
モ
ノ
ノ
中
、［
人
物
１
Ｉ
］
ノ
分
三
通
、

　
　
［
人
物
１
Ｊ
］
ノ
分
一
通
ハ
之
ヲ
除
キ
タ
リ

④　
許
可

　
　
文
書
番
号　
室
拓
第
一
四
三
号

　
　
件
名　
　
土
地
下
付
許
可
之
件

　
　
輪
西
村
字
幌
萌
ニ
於
ケ
ル
［
人
物
１
Ａ
］
外
七
名
（
旧
土
人
）
ヨ
リ
名
土
地
下
付
出

　
　
願
ニ
対
シ
調
査
ヲ
遂
ケ
候
処
、
別
紙
上
申
書
ノ
通
リ
何
等
支
障
無
之
ヲ
以
テ
、
左
案

　
　
ニ
準
シ
許
可
相
成
可
然
哉

　
　
（
文
案
省
略
、
八
名
分
目
録
は
表
２
参
照
）

　

本
件
に
よ
り
下
付
さ
れ
た
土
地
は
、
計
一
六
一
五
三
坪
で
あ
る
（
表
２
）。『
室
蘭
市
史
』

は
当
該
年
度
の
下
付
を
一
六
件
三
二
七
〇
四
坪
と
し
て
お
り
（
表
１
）、
そ
の
記
述
を
受
け

入
れ
れ
ば
、
約
半
分
が
把
握
で
き
た
こ
と
に
な
る
。

　
申
請
書
に
は
、
当
該
申
請
の
他
の
下
付
・
貸
与
出
願
の
有
無
、
な
い
し
許
可
済
の
土
地
の

有
無
が
記
載
さ
れ
て
お
り
、
人
物
１
Ａ
は
「
保
護
法
」
に
よ
り
村
内
で
一
町
（
三
〇
〇
〇

坪
）
の
下
付
を
申
請
中
と
記
載
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
そ
の
許
否
は
不
明
で
あ
る
。
他
七

名
に
つ
い
て
は
、
出
願
中
、
許
可
済
の
土
地
は
な
い
と
さ
れ
て
い
る
。

　

副
申
に
は
、
申
請
地
が
「
先
代
ヨ
リ
居
住
開
墾
シ
ツ
ヽ
ア
ル
」
も
の
で
あ
り
、「
土
人
下

付
予
定
地
等
」
と
し
て
「
既
ニ
既
得
権
ヲ
得
タ
ル
ガ
如
キ
観
ヲ
有
ス
ル
」
状
況
と
記
さ
れ
て

い
る
。
こ
こ
か
ら
、
本
件
の
場
合
に
は
、「
保
護
法
」
に
よ
る
土
地
の
下
付
は
実
際
に
は
既

存
の
耕
地
を
追
認
す
る
も
の
だ
っ
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
こ
の
土
地
は
、
札
幌
県
期
に
設

定
さ
れ
た
「
輪
西
村
旧
土
人
仮
渡
地
所
」（
図
７
―
１
）
と
連
続
性
を
有
す
る
可
能
性
が
あ

る
。

　

副
申
が
他
に
出
願
者
が
い
な
い
こ
と
、「
保
護
法
」
第
一
条
の
制
限
面
積
以
下
で
あ
る
こ

と
を
述
べ
て
い
る
と
い
う
点
は
、
裏
を
返
せ
ば
、「
下
付
予
定
地
」
の
官
有
地
第
三
種
と
し

て
の
存
置
は
北
海
道
庁
内
の
申
し
合
わ
せ
事
項
に
過
ぎ
ず
、
法
的
な
裏
付
け
を
有
し
な
い
以

上
、
第
三
者
に
よ
り
国
有
未
開
地
処
分
法
等
に
よ
る
出
願
が
な
さ
れ
れ
ば
そ
ち
ら
が
許
可
さ

れ
る
可
能
性
も
排
除
で
き
な
い
構
造
に
あ
っ
た
こ
と
、
仮
に
「
保
護
法
」
の
制
限
面
積
を
上

回
る
場
合
に
は
、「
先
代
ヨ
リ
居
住
開
墾
」
し
て
い
た
土
地
で
あ
っ
て
も
「
下
付
」
は
認
め

ら
れ
な
い
と
い
う
実
質
的
な
制
約
と
し
て
こ
の
条
文
が
作
用
す
る
こ
と
が
あ
り
得
た
こ
と
を

示
し
て
い
る
。
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表
2　
本
稿
で
検
討
し
た
「
保
護
法
」
第
一
条
に
よ
る
土
地
下
付
出
願
事
例

史
　

料
人

物
下

付
出

願
年

内
容

既
存

の
所

有
地

新
規

許
可

と
の

合
計（

坪
）

備
　

　
考

出
願

年
月

日
箇

所
許

可
面

積（
坪

）
箇

所
面

積（
坪

）
種

別

史
料

三
-（

一
）

1A
M

40
.4

.2
7

輪
西

村
字

幌
萌

2,
75

5 
出

願
時

に
同

地
で

他
に

3,
00

0
坪

の
下

付
を

申
請

中
、

結
果

は
不

明
1B

M
40

.4
.2

7
輪

西
村

字
幌

萌
2,

57
2 

他
に

出
願

地
・

貸
付

地
・

所
有

地
な

し
1C

M
41

.7
.3

0
輪

西
村

字
幌

萌
3,

96
8 

他
に

出
願

地
・

貸
付

地
・

所
有

地
な

し
1D

M
39

.1
2.

1
輪

西
村

字
幌

萌
1,

48
4 

他
に

出
願

地
な

し
と

の
記

載
を

削
除

1E
M

39
.1

1.
1

輪
西

村
字

幌
萌

34
4 

他
に

出
願

地
・

貸
付

地
・

所
有

地
な

し
1F

M
39

.1
2.

1
輪

西
村

字
幌

萌
36

4 
他

に
出

願
地

な
し

1G
M

39
.1

2.
1

輪
西

村
字

幌
萌

78
1 

他
に

出
願

地
・

貸
付

地
・

所
有

地
な

し
1H

M
39

.1
2.

1
輪

西
村

字
幌

萌
3,

88
5 

他
に

出
願

地
・

貸
付

地
・

所
有

地
な

し
1I

不
明

輪
西

村
字

幌
萌

0 
許

可
か

ら
除

外
さ

れ
て

お
り

詳
細

不
明

1J
不

明
輪

西
村

字
幌

萌
0 

許
可

か
ら

除
外

さ
れ

て
お

り
詳

細
不

明

史
料

三
-（

二
）

2A
M

44
.7

.5
元

室
蘭

村
字

コ
タ

ン
バ

1,
09

2 
元

室
蘭

村
9,

00
0 

下
付

10
,0

92
 

既
存

の
所

有
地

は
全

地
成

功
2B

M
44

.7
.5

元
室

蘭
村

字
コ

タ
ン

バ
93

0 
2C

M
44

.7
.5

元
室

蘭
村

字
コ

タ
ン

バ
22

7 

史
料

三
-（

三
）

3A
T1

.1
0.

7
元

室
蘭

村
字

キ
モ

ン
タ

イ
5,

18
4 

字
コ

タ
ン

バ
2,

43
2 

下
付

3B
T1

.1
0.

7
元

室
蘭

村
字

キ
モ

ン
タ

イ
10

,0
27

 
字

コ
タ

ン
バ

93
0 

下
付

10
,9

57
 

2B
と

同
一

人
物

3C
M

45
.1

.2
0

元
室

蘭
村

字
キ

モ
ン

タ
イ

5,
84

9 
字

コ
タ

ン
バ

2,
74

4 
下

付
8,

59
3 

3D
M

45
.1

.2
元

室
蘭

村
字

キ
モ

ン
タ

イ
11

,3
27

 
字

コ
タ

ン
バ

1,
77

8 
下

付
13

,1
05

 
3E

M
45

.1
.3

0
元

室
蘭

村
字

キ
モ

ン
タ

イ
8,

23
1 

字
コ

タ
ン

バ
1,

72
5 

下
付

9,
95

6 
2C

と
同

一
人

物
、

コ
タ

ン
バ

に
お

け
る

22
7

坪
の

下
付

申
請

と
の

関
連

は
不

明
3F

M
45

.1
.1

0
元

室
蘭

村
字

キ
モ

ン
タ

イ
7,

16
8 

字
コ

タ
ン

バ
3,

14
5 

下
付

10
,3

13
 

3G
M

45
.7

.2
元

室
蘭

村
字

キ
モ

ン
タ

イ
5,

17
8 

字
コ

タ
ン

バ
1,

09
2 

下
付

6,
27

0 
2A

と
同

一
人

物
、

単
純

に
合

計
す

れ
ば

計
15

,2
70

坪
で

保
護

法
の

上
限

を
越

え
る

3H
M

45
.1

.1
3

元
室

蘭
村

字
キ

モ
ン

タ
イ

7,
77

3 
字

ム
ロ

ラ
ン

3,
57

4 
下

付
11

,3
47

 
3I

M
45

.1
.6

元
室

蘭
村

字
キ

モ
ン

タ
イ

5,
69

0 
3J

M
45

.1
.9

元
室

蘭
村

字
キ

モ
ン

タ
イ

5,
76

0 
字

コ
タ

ン
バ

57
6 

下
付

6,
33

6 
3K

T1
.8

.1
元

室
蘭

村
字

キ
モ

ン
タ

イ
5,

68
9 

3L
T1

.8
.2

0
元

室
蘭

村
字

キ
モ

ン
タ

イ
5,

84
1 

3M
M

45
.1

.3
元

室
蘭

村
字

キ
モ

ン
タ

イ
6,

54
4 

字
コ

タ
ン

バ
1,

09
8 

下
付

7,
64

2 
3N

M
45

.1
.1

0
元

室
蘭

村
字

キ
モ

ン
タ

イ
11

,0
87

 
字

ム
ロ

ラ
ン

2,
93

6 
下

付
14

,0
23

 
3O

M
45

.1
.1

5
元

室
蘭

村
字

キ
モ

ン
タ

イ
5,

00
1 

字
ム

ロ
ラ

ン
27

 
下

付
5,

02
8 

3P
M

45
.1

.1
5

元
室

蘭
村

字
キ

モ
ン

タ
イ

6,
59

7 
字

ム
ロ

ラ
ン

1,
33

3 
下

付
7,

93
0 

3Q
M

45
.1

.7
元

室
蘭

村
字

キ
モ

ン
タ

イ
5,

18
8 

字
ム

ロ
ラ

ン
1,

28
0 

下
付

6,
46

8 
3R

M
45

.1
.1

4
元

室
蘭

村
字

キ
モ

ン
タ

イ
10

,3
07

 
字

ム
ロ

ラ
ン

2,
08

3 
下

付
12

,3
90

 
3S

M
45

.1
.1

5
元

室
蘭

村
字

キ
モ

ン
タ

イ
5,

48
8 

字
ム

ロ
ラ

ン
1,

52
3 

下
付

7,
01

1 
3T

M
45

.1
.9

元
室

蘭
村

字
キ

モ
ン

タ
イ

5,
11

3 
字

キ
モ

ン
タ

イ
2,

91
3 

下
付

8,
02

6 
3U

T1
.8

.8
元

室
蘭

村
字

キ
モ

ン
タ

イ
7,

77
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計
16

5,
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（
三
）
元
室
蘭
村
字
コ
タ
ン
バ
に
お
け
る
土
地
「
下
付
」

　
次
に
紹
介
す
る
の
は
、
室
蘭
支
庁
が
作
成
し
た
『
自
明
治
四
十
五
年
二
月
至
大
正
元
年
九

月　

旧
土
人
地
書
類
』（
国
有
未
開
地
処
分
法
完
結
文
書
：
Ａ
七-

二
Ｂ
イ
ブ
一
五
〇
）
の

七
件
目
に
収
録
さ
れ
た
一
連
の
文
書
で
、
翻
刻
に
あ
た
っ
て
時
系
列
順
に
並
べ
替
え
た
。

　

元
室
蘭
村
に
住
む
三
名
（
以
下
：
人
物
２
Ａ
・
Ｂ
・
Ｃ
）
が
、
一
九
一
一
（
明
治
四
四
）

年
七
月
五
日
付
で
同
村
字
コ
タ
ン
バ
に
於
け
る
「
保
護
法
」
第
一
条
に
よ
る
土
地
下
付
を
出

願
し
、
翌
一
九
一
二
（
明
治
四
五
）
年
五
月
二
一
日
付
室
蘭
支
庁
指
令
第
二
六
三
号
で
許
可

さ
れ
て
い
る
。
出
願
書
類
及
び
副
申
に
つ
い
て
は
筆
頭
に
綴
ら
れ
た
人
物
２
Ａ
分
の
み
を
翻

刻
し
た
。

【
史
料
三-

（
二
）】

①　
出
願

　
　
　
　
　
　
土
地
下
付
願

　
　
胆
振
国
室
蘭
郡
元
室
蘭
村
字
コ
タ
ン
バ

　
　
一　
未
開
地
三
反
六
畝
拾
二
歩

　
　
　
　
　
外

　
　
　
　
　
　
元
室
蘭
村
ニ
於
テ
下
付
地
三
町
歩
ア
リ
全
地
成
功

　
　
　
　
　
　
土
地
下
付
売
払
貸
付
出
願
中
ノ
モ
ノ
ナ
シ

　
　
右
ハ
農
業
ニ
従
事
致
度
候
間
、
北
海
道
旧
土
人
保
護
法
第
一
条
ニ
依
リ
無
償
下
付
被

　
　
成
下
度
、
別
紙
図
面
及
家
族
調
相
添
ヘ
、
此
段
奉
願
候
也

　
　
明
治
四
十
四
年
七
月
五
日　
北
海
道
胆
振
国
室
蘭
郡

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
元
室
蘭
村
■
■
■
番
地

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
［
人
物
２
Ａ
］
㊞

　
　
北
海
道
庁
長
官
河
島
醇
殿

　
　
「
〔
朱
書
〕

経
第
一
四
八
号
」

　
　
「
明
治
四
十
四
年
七
月
六
日
経
由
」
㊞

②　
副
申

　
　
　
　
明
治
四
十
四
年
七
月
六
日

　
　
　
　
　
　
　
　
輪
西
外
二
ヶ
村
戸
長
尾
崎
春
松
㊞

　
　
　
　
　
　
室
蘭
支
庁
長
服
部
慶
太
郎
殿

　
　
　
　
　
　
旧
土
人
土
地
下
付
願
ニ
対
ス
ル
副
申

　
　
管
内
元
室
蘭
村
旧
土
人
［
人
物
２
Ａ
］
ヨ
リ
、
元
室
蘭
村
字
コ
タ
ン
バ
未
開
地
三
反

　
　
六
畝
拾
二
歩
下
付
願
出
ニ
付
、
調
査
候
処
、
北
海
道
旧
土
人
保
護
法
第
一
条
ノ
制
限

　
　

以
内
ニ
シ
テ
、
一
戸
ヲ
構
ヘ
農
業
ニ
従
事
ス
ル
モ
ノ
ニ
付
、
御
下
付
相
成
候
様
致 

　
　
度
、
此
段
副
申
候
也

③　
調
書

　
　
左
記
土
地
下
付
願
実
地
調
査
済
ニ
付
、
一
件
書
類
相
添
此
段
上
申
候
也

　
　
　
明
治
四
十
五
年
一
月
四
日　
　
　
　
　
事
業
手　
田
中
武
麿
㊞

　
　
　
　
室
蘭
支
庁
長
殿

　
　

 

■　
収
受
年
月
日　
四
十
四
年
七
月
七
日

　
　

 

■　
番
号　
　
　
　
四
五

　
　

 

■　
目
的
地
目　
　
畑

　
　

 

■　
出
願
反
別　
　
三
六
一
二

　
　

 

■　
実
測
反
別　
　
三
六
一
二

　
　

 

■　
願
人
氏
名　
　
［
人
物
２
Ａ
］

　
　

 

■　
土
地
ノ
沿
革
及
状
況　
本
地
ハ
在
来
ノ
未
開
地
ニ
シ
テ
農
耕
ニ
適
セ
ル
箇
所
ニ

　
　
　
　
シ
テ
何
等
支
障
ナ
シ

　
　

 

■　
願
人
資
格　
貸
付
地
売
払
地
ナ
ク
下
付
地
三
町
歩
ア
リ
全
地
成
功
セ
リ
又
本
人

　
　
　
　
ハ
農
業
熱
心
ノ
モ
ノ
ナ
リ

　
　

 
■　
調
査
員
意
見　
保
護
法
第
一
条
ノ
制
限
以
内
ニ
シ
テ
何
等
支
障
無
之
ニ
付
下
付

　
　
　
　
相
成
候
様
致
度
候
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④　
許
可

　
　
文
書
番
号　
室
拓
第
四
五
号

　
　
件
名　
旧
土
人
土
地
下
付
願
之
件

　
　

室
蘭
郡
元
室
蘭
村
ニ
於
ケ
ル
旧
土
人
［
人
物
２
Ａ
］
外　

名
土
地
下
付
願
ニ
対
シ
、

　
　
実
査
セ
シ
メ
ラ
レ
候
処
、
願
地
ハ
孰
レ
モ
在
来
ノ
未
開
地
ニ
シ
テ
、
且
ツ
願
人
等
ハ

　
　
農
業
熱
心
ナ
ル
モ
ノ
ニ
付
、
左
案
ヲ
以
テ
許
可
相
成
可
然

　
　
（
文
案
省
略
、
三
名
分
目
録
は
表
２
参
照
）

　

本
件
に
よ
り
下
付
さ
れ
た
土
地
は
、
人
物
２
Ａ
：
三
反
六
畝
一
二
歩
（
一
〇
九
二
坪
）、

２
Ｂ
：
三
反
一
畝
（
九
三
〇
坪
）、
２
Ｃ
：
七
畝
十
七
歩
（
二
二
七
坪
）（
表
２
）
で
あ
る
。

２
Ａ
は
こ
の
申
請
以
前
に
「
保
護
法
」
に
よ
り
村
内
で
三
町
（
九
〇
〇
〇
坪
）
の
下
付
を
受

け
て
お
り
、
新
規
下
付
と
合
わ
せ
て
所
有
地
は
一
〇
〇
九
二
坪
に
達
す
る
も
の
の
、
同
法
が

規
定
す
る
上
限
面
積
の
一
五
〇
〇
〇
坪
に
対
し
て
三
分
の
二
強
に
留
ま
る
。
２
Ｂ
・
２
Ｃ

は
、
当
該
申
請
書
の
作
成
時
点
で
は
出
願
地
の
他
に
土
地
を
所
有
し
て
い
な
い
。

（
四
）
元
室
蘭
村
字
キ
モ
ン
タ
イ
に
お
け
る
土
地
「
下
付
」

　
続
い
て
紹
介
す
る
の
は
、
室
蘭
支
庁
が
作
成
し
た
『
大
正
元
年
十
二
月　
旧
土
人
土
地
下

付
ニ
関
ス
ル
書
類
』（
国
有
未
開
地
処
分
法
完
結
文
書
：
Ａ
七-

二
Ｂ
イ
ブ
三
三
三
［
合
冊

の
三
］）
の
四
件
目
に
綴
ら
れ
た
一
連
の
文
書
で
、
翻
刻
に
あ
た
っ
て
時
系
列
順
に
並
べ
替

え
た
。

　
元
室
蘭
村
に
住
む
二
一
名
（
以
下
：
人
物
３
Ａ
～
Ｕ
）
が
、
一
九
一
二
（
明
治
四
五
・
大

正
元
）
年
に
同
村
字
キ
モ
ン
タ
イ
に
於
け
る
「
保
護
法
」
第
一
条
に
よ
る
土
地
下
付
を
出
願

し
、
同
年
に
許
可
さ
れ
て
い
る
。
出
願
書
類
、
副
申
は
二
一
名
分
が
個
別
に
作
成
さ
れ
て
お

り
、
う
ち
冒
頭
に
綴
ら
れ
た
人
物
３
Ａ
分
の
み
を
翻
刻
し
た
。

【
史
料
三-

（
三
）】

①　
出
願

　
　
　
　
　
　
土
地
下
付
願

　
　
胆
振
国
室
蘭
郡
元
室
蘭
村
字
キ
モ
ン
タ
イ

　
　
未
開
地
壱
町
七
反
弐
畝
弐
拾
四
歩　
　
　
　
　
大
正
元
年
十
月　
日　
事
業
手　

一
．
七
二
二
四
歩　
　
赤
塚
玉
治
良
㊞

　
　
外
明
治
四
拾
四
年
拾
壱
月
弐
拾
八
日
室
蘭
郡
元
室
蘭
村
字
コ
タ
ン
バ

　
　
■
■
■
■
番
地

■
■
■
■
番
地
ニ
於
テ
壱
反
六
畝
拾
弐
歩

六
反
四
畝
弐
拾
歩
保
護
法
ニ
依
リ
許
可
ノ
分

　
　
右
ハ
農
業
ニ
従
事
致
居
候
所
、
地
積
不
足
ニ
付
キ
北
海
道
旧
土
人
保
護
法
第
一
条
ニ

　
　
依
リ
無
償
下
付
被
成
下
度
、
別
紙
図
面
及
家
族
調
相
添
ヘ
、
此
段
奉
願
候
也

　
　
明
治
四
拾
五
年
七
月
弐
日

　
　
　
　
大
正
元
年
拾
月
七
日　
　
　
北
海
道
室
蘭
郡
元
室
蘭
村

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
■
■
■
番
地

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
戸
主
農
業　
　
［
人
物
３
Ａ
］
㊞

　
　
北
海
道
庁
長
官
石
原
健
三
殿

　
　
（
申
請
地
略
図
・
家
族
調
省
略
）

②　
副
申

　
　
　
大
正
元
年
十
月
七
日

　
　
　
　
　
　
輪
西
外
二
ヶ
村
戸
長
本
間
直
㊞

　
　
　
室
蘭
支
庁
長
服
部
慶
太
郎
殿

　
　
　
旧
土
人
土
地
下
付
願
ニ
対
ス
ル
副
申

　
　

部
内
〔
元
室
蘭
〕
村
〔
旧
土
人
［
人
物
３
Ａ
］〕
ヨ
リ
〔
元
室
蘭
〕
村
字
〔
キ
モ
ン

　
　
タ
イ
〕
ニ
於
テ
未
開
地
〔
壱
町
七
反
二
畝
廿
四
歩
〕
下
付
出
願
ニ
付
調
査
候
処
、
北

　
　
海
道
旧
土
人
保
護
法
第
一
条
ノ
制
限
以
内
ニ
シ
テ
、
一
戸
ヲ
構
ヘ
農
業
ニ
従
事
ス
ル

　
　
モ
ノ
ニ
付
、
御
下
付
相
成
候
様
致
度
、
此
段
副
申
候
也

※
〔　
〕
部
分
以
外
が
予
め
印
刷
さ
れ
た
用
紙
が
使
用
さ
れ
て
い
る
。
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③　
調
書

　
　
左
記
［
人
物
３
Ａ
］
外
廿
〇
名
土
地
下
付
出
願
ニ
対
シ
実
地
調
査
済
ニ
付
書
類
相
添

　
　
此
段
上
申
候
也

　
　
大
正
元
年
十
月
十
八
日　
　
　
　
北
海
道
庁
事
業
手　
赤
塚
玉
治
良
㊞

　
　
室
蘭
支
庁
長
殿

　
　

 

■　
出
願
箇
所　
元
室
蘭
村
字
キ
モ
ン
タ
イ

　
　

 

■　

土
地
ノ
沿
革
及
状
況　

本
図
地
ハ
土
人
保
護
法
ニ
ヨ
リ
下
付
ノ
見
込
ヲ
以
テ
、

　
　
　
　
曩
ニ
給
与
地
ト
シ
テ
予
定
シ
ア
ル
箇
所
ニ
付
、
土
地
ニ
対
ス
ル
支
障
ナ
シ
、
而

　
　
　
　
シ
テ
本
地
ハ
在
来
ノ
未
開
地
ニ
シ
テ
樹
木
ナ
シ
、
地
味
ハ
肥
沃
ナ
ラ
ザ
ル
モ
耕

　
　
　
　
地
ニ
適
ス

　
　

 

■　
願
人
資
格　
願
人
ハ
何
レ
モ
旧
土
人
ニ
シ
テ
、
本
地
起
業
ニ
堪
ユ
ル
労
力
ヲ
有

　
　
　
　
ス
、
仍
而
確
実
ニ
成
功
ス
ル
モ
ノ
ト
認
ム

　
　

 

■　
調
査
員
意
見　
前
項
ノ
通
リ
ニ
付
御
許
可
相
成
候
様
致
度

　
　
（
二
二
名
分
実
地
調
査
結
果
一
覧
（
内
一
名
分
抹
消
）
省
略
）

④　
許
可

　
　
（
欄
外
）「
本
件

〔
朱
書
〕

保
存
登
記
ヲ
要
ス
」

　
　
文
書
番
号　
室
拓
第
三
一
号

　
　
件
名　
旧
土
人
土
地
下
付
願
之
件

　
　

元
室
蘭
村
字
キ
モ
ン
タ
イ
ニ
於
ケ
ル
［
人
物
３
Ａ
］
外
二
十
名
土
地
下
付
願
ニ
対 

　
　
シ
、
実
地
調
査
セ
シ
メ
ラ
レ
候
処
、
本
地
ハ
曩
ニ
旧
土
人
給
与
予
定
ト
シ
テ
設
定
セ

　
　
ラ
レ
タ
ル
箇
所
ニ
シ
テ
、
之
ヲ
下
付
ス
ル
モ
何
等
支
障
無
之
被
認
候
条
、
例
文
ニ
依

　
　
リ
御
許
可
相
成
候
可
然
哉

　
　
（
二
一
名
分
目
録
は
表
２
参
照
）

　

本
件
で
は
、
申
請
者
二
一
名
中
一
七
名
が
前
年
ま
で
に
別
地
点
で
下
付
を
受
け
て
お
り
、

下
付
面
積
の
不
足
を
補
う
意
味
が
あ
っ
た
も
の
と
み
ら
れ
る
。

　
こ
こ
に
記
さ
れ
た
内
容
を
『
室
蘭
市
史
』
の
記
述
と
比
較
す
る
と
、『
市
史
』
で
は
こ
の
年

度
の
下
付
件
数
を
三
〇
件
と
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
本
史
料
か
ら
把
握
で
き
た
の
は
二
一

件
分
に
過
ぎ
な
い
に
も
関
わ
ら
ず
、
下
付
面
積
の
合
計
は
本
史
料
の
み
で
『
市
史
』
の
数
値

を
上
回
っ
て
い
る
。『
市
史
』
の
統
計
値
に
つ
い
て
も
、
今
後
の
検
証
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

　
ま
た
、
下
付
地
に
は
「
曩
ニ
給
与
地
ト
シ
テ
予
定
シ
ア
ル
箇
所
」
が
あ
て
ら
れ
た
と
さ
れ

て
お
り
、
こ
れ
が
一
八
八
六
（
明
治
一
九
）
年
以
前
に
「
鬼
門
岱
」
に
設
定
さ
れ
て
い
た

「
旧
土
人
畑
地
仮
渡
地
」（
図
７
―
２
）
と
連
続
性
を
有
す
る
の
か
否
か
に
つ
い
て
も
、
検
証

が
今
後
の
課
題
で
あ
る
。

（
五
）
絵
鞆
村
に
お
け
る
土
地
付
与
の
陳
情

　

次
に
紹
介
す
る
の
は
、
室
蘭
支
庁
が
作
成
し
た
『
大
正
三
年
自
十
一
月
至
十
二
月　

旧

土
人
土
地
下
付
書
類
』（
国
有
未
開
地
処
分
法
完
結
文
書
：
Ａ
七-

二
Ｂ
イ
ブ
三
三
四
）
の

二
九
件
目
に
収
録
さ
れ
た
「
土
地
付
与
願
ニ
対
ス
ル
陳
情
書
ノ
件
」
で
、
四
点
の
文
書
か
ら

構
成
さ
れ
て
お
り
、
時
系
列
順
に
並
べ
替
え
た
。

　

絵
鞆
村
に
居
住
す
る
三
一
名
が
、
一
九
一
四
（
大
正
三
）
年
三
月
三
日
付
で
、「
現
在
居

住
ノ
宅
地
」
及
び
「
農
耕
地
」
の
「
付
与
」
を
求
め
る
陳
情
書
を
北
海
道
庁
長
官
宛
て
に
提

出
し
た
こ
と
を
受
け
て
、
長
官
か
ら
室
蘭
支
庁
長
に
対
し
事
情
を
取
り
調
べ
る
よ
う
指
示
が

な
さ
れ
、
こ
れ
を
受
け
た
支
庁
が
、
当
該
地
が
ア
イ
ヌ
が
「
父
祖
ノ
代
」
か
ら
使
用
し
て
来

た
「
無
願
開
墾
地
」
で
あ
る
旨
を
回
答
し
た
も
の
で
あ
る
。
支
庁
長
名
の
回
答
に
対
し
、
本

庁
拓
殖
部
長
は
「
可
然
御
処
理
」
を
指
示
し
て
い
る（
35
）。

【
史
料
三-

（
四
）】

①
　
　
　
　
　
　
　
　
陳
情
書

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
私
共
儀

胆
振
国
室
蘭
郡
室
蘭
町
大
字
絵
鞆
村
ニ
祖
先
以
来
幾
百
年
間
居
住
致
シ
、
漁
業
及
農

耕
ニ
従
事
致
居
リ
候
得
共
、
未
タ
自
己
所
有
地
ト
シ
テ
與
ヘ
ラ
レ
タ
ル
モ
ノ
無
之
、
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現
在
居
住
ノ
宅
地
モ
、
亦
農
耕
地
モ
、
完
全
ナ
ル
所
有
地
ヲ
有
セ
ズ
、
如
是
ハ
我
等

愚
蒙
ノ
結
果
ト
ハ
乍
申
、
実
ニ
遺
憾
ノ
極
ニ
御
座
候
、
去
ル
明
治
四
拾
「
貮
」
年
、

連
絡
図
調
製
ノ
為
メ
御
実
測
ノ
節
、
付
与
出
願
ノ
処
、
室
蘭
支
庁
ニ
於
テ
、
道
庁
ヨ

リ
所
分
停
止
ヲ
命
ゼ
ラ
レ
タ
リ
ト
被
申
聞
、
爾
来
其
侭
ニ
致
居
候
処
、
近
来
私
共
ノ

占
有
ノ
農
耕
地
ヲ
他
ニ
蝅
食
セ
ラ
ル
ヽ
虞
有
之
、
加
之
同
族
間
ニ
於
テ
モ
、
土
着
心

ヲ
失
フ
者
無
之
ニ
モ
不
限
儀
ト
被
存
ニ
付
、
特
別
ノ
御
詮
議
ヲ
以
テ
、
付
与
ノ
儀
御

許
可
相
成
候
様
致
度
、
連
署
ヲ
以
テ
此
段
及
陳
情
候
也

　
大
正
参
年

　
　
　
胆
振
国
室
蘭
郡
室
蘭
町
大
字
絵
鞆
村
字
ア
ル
ト
ル

　
　
　
　
　
（
五
名
氏
名
・
押
印
省
略
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
仝
上
字
シ
ク
ズ
シ　

　
　
　
　
　
（
二
名
氏
名
・
押
印
省
略
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
仝
上
字
ヲ
ハ
シ
ナ
イ

　
　
　
　
　
（
一
名
氏
名
・
押
印
省
略
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
大
字
絵
鞆
村

　
　
　
　
　
（
二
十
一
名
氏
名
・
押
印
省
略
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
仝
上
字
ヲ
ハ
シ
ナ
イ

　
　
　
　
　
（
一
名
氏
名
・
押
印
省
略
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
仝
上
字
絵
鞆
村

　
　
　
　
　
（
一
名
氏
名
・
押
印
省
略
）

　
北
海
道
庁
長
官
中
村
純
九
郎
殿

②
　
　
　
　
　
　
　
土
地
付
与
出
願
ニ
関
ス
ル
件

室
蘭
郡
絵
鞆
村
ニ
於
テ
土
地
付
出
願
中
ノ
趣
ヲ
以
テ
■
■
■
外
三
十
名
ヨ
リ
別
紙
陳

情
書
直
接
提
出
ニ
付
、
事
情
御
取
調
回
到
相
成
度
、
此
段
及
照
会
候
也

　
　
　
大
正
三
年
三
月
三
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
拓
殖
部
長
西
村
保
吉
㊞

　
　
　
　
　
　
　
室
蘭
支
庁
長
殿

③
（
欄
外　
支
庁
長
㊞　
主
席
㊞
）

大
正
三
年
四
月
即
日
決
済　
四
月
十
五
日
提
案　
即
日
発
送　
新
尾
事
業
手
㊞

室
拓
第
三
〇
七
号

発
付
先　
拓
殖
部
長　
発
付
者　
支
庁
長　
浄
写
㊞　
校
正
㊞

件
名　
土
地
付
与
出
願
ニ
関
ス
ル
件

三
月
三
日
拓
殖
第
一
六
九
四
号
ヲ
以
テ
別
紙
■
■
■
外
三
十
名
陳
情
書
ニ
関
シ
、
御

照
会
ニ
付
取
調
候
所
、
願
人
等
ハ
総
テ
旧
土
人
ニ
シ
テ
、
左
記
何
レ
モ
父
祖
ノ
代
ニ

原
始
的
ニ
開
墾
シ
今
日
迄
耕
作
シ
来
レ
ル
無
願
開
墾
地
ヲ
有
ス
ル
モ
ノ
ニ
有
之
、
且

願
人
中
左
記
ノ
者
ヲ
除
ク
ノ
外
ハ
（
一
行
判
読
不
能
）
段
及
回
答
候
也

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
記

明
治
四
十
二
年
九
月
二
十
八
日
売
払
出
願

仝
四
十
三
年
三
月
二
日
返
付　
　
　
　
　
　
　
　
　
■
■
■

仝
四
十
一
年
七
月
一
日
下
付
出
願

仝
四
十
三
年
三
月
二
日
返
付　
　
　
　
　
　
　
　
　
■
■
■
■

仝
四
十
一
年
八
月
十
九
日
売
払
出
願

今
ニ
其
侭
也
㊞
「
大
正
四
年
三
月
廿
五
日
返
付
」　
■
■
■
■

仝
四
十
一
年
九
月
十
一
日
売
払
出
願

仝
四
十
三
年
三
月
二
日
返
付　
　
　
　
　
　
　
　
　
■
■
■
■
■
■

仝
四
十
年
十
月
二
十
五
日
下
付
出
願

仝
四
十
三
年
三
月
二
日
返
付　
　
　
　
　
　
　
　
　
仝　
■
■
■
■

仝
四
十
一
年
八
月
二
十
六
日
売
払
出
願

仝
四
十
三
年
三
月
二
日
返
付　
　
　
　
　
　
　
　
　
■
■
■
■
■

仝
四
十
年
五
月
二
日
下
付
出
願
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仝
四
十
三
年
三
月
二
日
返
付　
　
　
　
　
　
　
　
　
■
■
■
■

④
　
　
　
　
　
　
　
土
地
付
与
願
ニ
関
ス
ル
件

本
月
十
五
日
拓
第
三
〇
七
号
ヲ
以
テ
本
件
回
答
相
成
候
別
紙
陳
情
書
、
及
送
付
候

条
、
可
然
御
処
理
相
成
度
、
此
段
申
進
候
也

　
　
大
正
三
年
四
月
二
十
日

　
　
　
　
北
海
道
庁
拓
殖
部
長
西
村
保
吉
㊞

室
蘭
支
庁
長
殿

　

一
連
の
文
書
の
う
ち
③
は
、
提
出
者
の
う
ち
七
名
が
、
実
際
に
は
一
九
〇
八
（
明
治

四
一
）
年
か
ら
国
有
未
開
地
処
分
法
に
よ
る
「
売
払
」
や
旧
土
人
保
護
法
に
よ
る
「
下
付
」

を
出
願
し
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
地
域
の
ア
イ
ヌ
の
名
義
で
、
支
庁
に
対
し
て

様
々
な
手
段
で
土
地
所
有
権
の
確
定
が
試
み
ら
れ
た
も
の
の
、
処
理
が
進
ま
な
い
状
況
が
あ

り
、
そ
う
し
た
な
か
で
、
打
開
策
と
し
て
直
接
上
級
官
庁
で
あ
る
北
海
道
庁
へ
の
陳
述
書
提

出
に
及
ん
だ
も
の
と
み
ら
れ
る
。

　

室
蘭
郡
の
ア
イ
ヌ
の
宅
地
・
耕
地
は
、
開
拓
使
に
よ
る
地
租
創
定
の
時
点
で
は
私
有
地
化

の
対
象
外
と
さ
れ
て
お
り
、
丈
量
も
な
さ
れ
て
い
な
か
っ
た（
36
）。
そ
の
後
、
一
八
八
〇
（
明

治
一
三
）
年
六
月
に
定
め
ら
れ
た
「
官
有
地
売
貸
取
扱
順
序
」（
開
拓
使
札
幌
本
庁
丙
第
一
八

号
達
）
に
則
り
、
同
年
に
は
室
蘭
村
に
居
住
す
る
複
数
の
ア
イ
ヌ
の
名
で
宅
地
の
地
所
払
下

が
申
請
さ
れ
、
翌
年
四
月
に
許
可
さ
れ
て
い
る
な
ど
、
和
人
同
様
の
規
則
の
中
で
土
地
が
私

有
地
と
し
て
確
保
さ
れ
た
事
例
も
確
か
に
存
在
し
て
い
る（
37
）。
し
か
し
、
現
在
ま
で
筆
者
が

調
査
し
た
範
囲
で
は
、
室
蘭
郡
で
は
そ
う
し
た
事
例
は
決
し
て
多
く
は
な
い
よ
う
だ
。

　

陳
述
書
の
「
未
タ
自
己
所
有
地
ト
シ
テ
與
ヘ
ラ
レ
タ
ル
モ
ノ
無
之
、
現
在
居
住
ノ
宅
地

モ
、
亦
農
耕
地
モ
、
完
全
ナ
ル
所
有
地
ヲ
有
セ
ズ
」
と
の
記
述
は
、
絵
鞆
村
で
は
こ
の
時
期

ま
で
、
ア
イ
ヌ
が
宅
地
・
耕
地
を
官
有
地
第
三
種
の
ま
ま
利
用
せ
ざ
る
を
得
な
い
状
況
が
継

続
し
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
そ
し
て
支
庁
は
そ
れ
ら
の
土
地
に
つ
い
て
、
ア
イ
ヌ
が

「
父
祖
ノ
代
」
か
ら
利
用
し
て
来
た
事
実
を
認
め
な
が
ら
、「
原
始
的
ニ
開
墾
」
し
た
に
過
ぎ

な
い
「
無
願
開
墾
地
」
と
見
な
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
陳
述
書
の
提
出
者
の
う
ち
、
絵
鞆
村
の
二
一
名
の
な
か
に
は
押
杵
帯
九
郎
の
名
が
含
ま
れ

て
い
る
。
押
杵
は
陳
情
書
が
提
出
さ
れ
る
前
年
の
一
一
月
に
死
去
し
た
と
さ
れ
る
が
、
近
代

初
頭
に
ト
ツ
カ
リ
モ
イ
を
追
わ
れ
移
転
・
定
着
し
た
絵
鞆
で
、
最
晩
年
に
至
る
ま
で
土
地
を

巡
る
困
難
の
中
に
置
か
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

（
六
）
小
結

　

本
章
で
検
討
し
た
事
例
を
通
じ
て
、
室
蘭
郡
に
お
け
る
「
保
護
法
」
に
よ
る
土
地
の
下
付

が
、
輪
西
村
・
元
室
蘭
村
の
住
民
に
対
し
て
は
、
多
く
の
場
合
で
同
法
が
定
め
る
上
限
に
遠

く
及
ば
な
い
小
面
積
に
留
ま
っ
て
い
た
こ
と
、
絵
鞆
村
で
は
そ
れ
す
ら
な
さ
れ
ず
、
宅
地
・

耕
地
が
官
有
地
第
三
種
の
ま
ま
「
無
願
開
墾
地
」
と
見
な
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
た
。

　
「
保
護
法
」
が
定
め
る
五
町
歩
（
一
五
〇
〇
〇
坪
）
と
い
う
面
積
は
、
北
海
道
で
一
戸
が

経
営
を
成
り
立
た
せ
る
た
め
に
必
要
と
考
え
ら
れ
て
い
た
も
の
だ
が
、
後
に
そ
れ
で
は
不
足

で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
。
こ
の
地
域
の
「
勧
農
」
が
、
当
初
か
ら
農
業
専
業
で
経
営

を
成
り
立
た
せ
る
に
足
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
事
実
は
重
要
で
あ
る
。

　
た
だ
し
、
そ
う
し
た
批
判
に
留
ま
ら
ず
、
漁
業
者
が
少
な
く
な
か
っ
た
こ
の
地
域
に
於
い

て
、
下
付
が
い
か
な
る
経
緯
で
な
さ
れ
た
の
か
、
そ
れ
は
官
に
よ
る
お
仕
着
せ
に
過
ぎ
な

か
っ
た
の
か
、
あ
る
い
は
ア
イ
ヌ
の
側
が
必
要
性
を
認
識
し
た
側
面
が
あ
っ
た
の
か
、
ま

た
、
下
付
さ
れ
た
土
地
が
一
人
ひ
と
り
の
ア
イ
ヌ
の
生
計
に
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
っ
た
の

か
、
あ
る
い
は
持
た
な
か
っ
た
の
か
と
い
う
視
点
か
ら
史
料
を
読
み
込
み
、
理
解
を
深
め
て

い
く
努
力
が
、
引
き
続
き
求
め
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

　
絵
鞆
村
の
住
民
が
提
出
し
た
陳
情
書
に
記
さ
れ
た
「
近
来
私
共
ノ
占
有
ノ
農
耕
地
ヲ
他
ニ

蝅
食
セ
ラ
ル
ヽ
虞
有
之
、
加
之
同
族
間
ニ
於
テ
モ
、
土
着
心
ヲ
失
フ
者
無
之
ニ
モ
不
限
儀
ト

被
存
」
と
の
一
文
の
背
景
に
は
、
室
蘭
港
周
辺
の
市
街
地
化
が
急
速
に
進
行
す
る
な
か
、
そ

こ
か
ら
や
や
離
れ
、
し
ば
ら
く
は
ア
イ
ヌ
が
人
口
の
多
数
を
占
め
る
状
況
が
継
続
し
て
い
た

絵
鞆
村
に
も
、
一
九
世
紀
末
か
ら
多
数
の
和
人
移
民
が
入
り
込
み
定
着
す
る
状
況
が
生
じ
て



130

大坂　拓　近代室蘭郡におけるアイヌの土地に関するいくつかの史料について

（23）

い
た
こ
と
が
あ
る
だ
ろ
う
。
こ
こ
で
は
当
時
の
事
情
に
つ
い
て
、
三
件
の
新
聞
記
事
を
確
認

し
て
お
き
た
い
。

室
蘭
郡
絵
鞆
村
は
現
今
の
戸
数
六
十
余
戸
な
る
が
、
最
初
は
土
人
の
み
に
て
重
に
漁
農

を
以
て
生
計
を
立
て
居
り
し
も
、
近
来
シ
ャ
モ
浸
入
し
て
土
人
を
片
隅
に
追
い
遣
る
姿

を
生
じ
、
戸
数
の
如
き
も
シ
ャ
モ
の
方
ヤ
ヽ
増
加
し
た
る
よ
し
…
…
（
一
八
九
五
（
明

治
二
八
）
年
一
月
一
三
日
付
北
海
道
毎
日
新
聞
「
絵
鞆
村
の
旧
土
人
」）

室
蘭
郡
絵
鞆
村
は
旧
土
人
部
落
に
し
て
、
土
人
二
十
戸
の
外
和
人
四
戸
の
寒
村
な
る

が
、
本
年
は
鰈
の
大
漁
な
る
為
め
、
函
館
各
地
よ
り
入
り
込
め
る
漁
夫
に
て
数
十
戸
を

増
し
、
小
売
営
業
人
五
戸
風
呂
屋
二
戸
は
此
頃
俄
か
に
出
来
、
飲
食
店
も
近
々
建
つ
と

の
こ
と
に
て
…
…
（
一
八
九
六
（
明
治
二
九
）
年
二
月
九
日
付
北
海
道
毎
日
新
聞
掲
載

の
「
絵
鞆
村
の
地
代
及
び
家
賃
」）

昨
年
中
、
函
館
の
漁
業
家
某
川
崎
船
に
て
遠
洋
漁
業
を
試
み
た
る
に
、
非
常
の
大
漁
を

占
め
、
加
ふ
る
に
鰈
粕
の
高
直
な
る
よ
り
莫
大
の
利
益
を
博
せ
し
か
ば
、
甲
唱
へ
乙
伝

へ
漁
業
者
続
々
入
込
み
、
何
れ
も
意
外
の
利
益
を
得
た
り
、
左
れ
ば
昨
年
来
遠
く
青
森

函
館
地
方
よ
り
川
崎
船
を
以
て
渡
来
す
る
も
の
多
く
、
目
下
戸
数
百
三
十
余
、
人
口

一
千
に
達
せ
ん
と
し
、
家
屋
の
建
築
絶
え
ざ
る
有
様
に
て
、
商
店
飲
食
店
抔
も
追
々
増

加
し
…
…
（
一
八
九
七
（
明
治
三
〇
）
年
二
月
一
九
日
付
小
樽
新
聞
）

　

陳
情
書
提
出
か
ら
四
年
後
の
一
九
一
八
（
大
正
七
）
年
に
北
海
道
庁
内
務
部
が
作
成
し

た
『
旧
土
人
に
関
す
る
調
査
』
に
は
、「
室
蘭
郡
室
蘭
町
絵
鞆
土
人
部
落
」
の
景
況
に
つ
い

て
、「
近
時
和
人
の
居
住
す
る
も
の
著
し
く
増
加
し
て
、
殆
ど
一
市
街
を
な
す
に
至
り
し
か

ば
、
土
人
も
大
に
和
人
化
し
て
衣
食
住
等
殆
ど
大
差
な
く
、
其
の
結
果
は
生
理
状
態
並
精
神

状
態
に
変
化
を
来
し
、
青
年
の
死
亡
率
極
め
て
多
く
な
れ
り
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
記

述
は
、
陳
述
書
が
作
成
さ
れ
た
当
時
の
絵
鞆
村
に
お
い
て
、
急
激
な
和
人
の
進
出
と
そ
れ
に

起
因
す
る
文
化
的
な
「
同
化
」
の
進
行
が
、
ア
イ
ヌ
社
会
に
深
刻
な
動
揺
を
も
た
ら
し
て
い

た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。

　
こ
う
し
た
状
況
の
下
で
作
成
さ
れ
た
陳
述
書
は
、
冒
頭
で
「
祖
先
以
来
幾
百
年
間
居
住
致

シ
」
と
自
ら
の
先
住
性
を
打
ち
出
し
、
制
度
的
な
理
解
を
踏
ま
え
た
整
然
と
し
た
論
理
構
造

を
備
え
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
主
張
が
如
何
に
し
て
登
場
し
て
き
た
の
か
と
い
う
点
も
、
重

要
な
論
点
に
な
る
だ
ろ
う
。

　
本
件
か
ら
一
五
年
を
遡
る
一
八
九
九
～
一
九
〇
〇
（
明
治
三
二
～
三
三
）
年
に
は
、
石
狩

川
上
流
域
の
上
川
郡
近
文
原
野
を
舞
台
と
し
て
「
第
一
次
近
文
旧
土
人
保
護
地
事
件
」
が
惹

起
し
、
そ
の
顛
末
は
新
聞
報
道
を
通
じ
広
く
知
ら
れ
、
一
時
、
地
域
を
越
え
た
同
族
の
連
帯

を
生
む
局
面
を
見
せ
て
い
た
。
こ
の
問
題
は
、
小
樽
郡
か
ら
浜
益
郡
に
転
じ
た
天
川
恵
三
郎

と
い
う
同
族
の
知
識
人
、
和
人
弁
護
人
、「
保
護
地
」
を
貸
借
す
る
和
人
小
作
人
ら
の
存
在

が
無
視
で
き
な
い
要
素
と
な
っ
て
展
開
し
た（
38
）。

　
室
蘭
郡
に
近
い
虻
田
郡
に
つ
い
て
は
、
河
野
常
吉
が
記
録
し
た
『
ア
イ
ヌ
聞
取
書
』
の
な

か
に
、
一
九
二
一
（
大
正
一
〇
）
年
三
月
二
三
日
に
虻
田
の
明
石
四
郎
・
伊
賀
敷
多
助
か
ら

聴
取
し
た
以
下
の
内
容
が
記
さ
れ
て
い
る（
39
）。

一　
保
護
地
ハ
一
旦
割
渡
サ
レ
タ
レ
ト
モ
、
其
後
分
家
セ
ル
者
ハ
土
地
ヲ
持
タ
ズ
、
虻

　
　
田
ノ
宅
地
其
他
既
墾
地
ニ
テ
無
名
ノ
地
ヲ
、
明
治
四
十
三
年
以
来
未
開
地
ト
シ
テ

　
　
出
願
セ
ル
モ
、
未
開
地
ニ
ア
ラ
ズ
ト
テ
却
下
セ
ラ
レ
、
官
有
地
払
下
ト
シ
テ
出
願

　
　
セ
ル
モ
、
売
払
処
分
停
止
ト
テ
「
未
タ
」
許
可
セ
ラ
レ
ス
、
貸
渡
地
ト
シ
テ
願
書

　
　
「
モ
」
提
出
シ
置
ケ
リ
（
官
有
地
売
払
願
ト
貸
下
願
ト
ハ
官
庁
ニ
留
置
ナ
リ
ト
云

　
　
フ
）

保
護
地
ハ
市
街
地
ヨ
リ
近
キ
モ
五
六
町
、
遠
キ
ハ
十
町
位
ナ
リ
、
明
地
ナ
キ
為
メ

五
町
歩
ヲ
得
ズ
シ
テ
、
二
三
町
歩
ニ
止
ル
モ
ア
リ

市
街
宅
地
ハ
隣
地
ノ
和
人
ヨ
リ
漸
次
侵
入
蝅
食
セ
ラ
ル
、
サ
レ
ト
モ
権
利
ナ
キ
故

何
共
抵
抗
ス
ル
能
ハ
ス
泣
寝
入
ア
リ
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こ
こ
で
は
、
虻
田
郡
の
ア
イ
ヌ
が
、
従
前
か
ら
利
用
し
て
来
た
宅
地
そ
の
他
の
既
墾
地
の

う
ち
「
無
名
ノ
地
」
と
な
っ
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
、
一
九
一
〇
（
明
治
四
三
）
年
か
ら

様
々
な
方
法
で
権
利
の
確
保
を
試
み
た
も
の
の
、
支
庁
に
よ
り
悉
く
拒
ま
れ
、
そ
の
間
に
和

人
移
民
に
よ
り
次
々
に
土
地
を
奪
わ
れ
「
泣
寝
入
」
の
状
況
に
あ
る
こ
と
が
記
録
さ
れ
て
い

る
。
絵
鞆
村
の
住
民
が
「
付
与
」
や
「
下
付
」
を
訴
え
出
た
の
と
ほ
ぼ
同
時
期
に
、
近
隣
の

郡
で
も
同
様
の
構
図
の
問
題
が
表
面
化
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
河
野
の
『
ア
イ
ヌ
調
査
材
料
乙　
歴
史
及
法
規
』
に
は
、
一
九
二
一
（
大
正
一
〇
）
年
四

月
付
で
明
石
四
郎
か
ら
聞
き
取
っ
た
も
の
と
し
て
次
の
内
容
が
記
さ
れ
て
い
る（
40
）。

一　
明
治
四
十
三
年
、
始
テ
未
開
地
「
ト
シ
テ
」
売
払
ヲ
出
願
セ
ル
モ
、
既
墾
地
タ
ル

　
　
ヲ
以
テ
許
可
セ
ラ
レ
ス

次
ニ
官
有
地
売
払
ヲ
出
願
セ
ル
ニ
、
処
分
停
止
ト
ナ
リ
タ
リ

次
ニ
貸
付
願
ト
売
払
願
ヲ
出
シ
タ
リ
、
是
二
通
ハ
今
モ
支
庁
ニ
而
置
キ
処
分
セ
ザ

ル
故
、
其
後
数
回
支
庁
ニ
出
頭
シ
口
頭
又
ハ
書
面
ニ
テ
歎
願
セ
ル
モ
未
ダ
処
分
セ

ラ
レ
ズ

大
正
十
年
四
月
、
右
土
地
ハ
明
治
十
年
地
券
発
行
条
例
第
十
六
条
ニ
ヨ
リ
官
有
地

第
三
種
ニ
編
入
セ
ラ
レ
タ
ル
モ
ノ
ナ
レ
バ
、
旧
土
人
ノ
状
態
変
化
セ
ル
今
日
、
所

有
地
ト
シ
テ
渡
サ
レ
度
ト
ノ
願
書
ヲ
総
代
ヨ
リ
差
出
セ
リ

　
同
じ
『
ア
イ
ヌ
調
査
材
料
乙
』
に
、
こ
の
時
に
「
虻
田
郡
虻
田
村
旧
土
人
組
合
」
総
代
二

名
の
名
義
で
差
出
さ
れ
た
も
の
の
写
し
と
み
ら
れ
る
文
書
が
綴
ら
れ
て
い
る
。
長
大
だ
が
、

従
来
の
紹
介
は
加
筆
訂
正
を
経
た
も
の
の
一
部
に
留
ま
っ
て
お
り
、
重
要
な
内
容
を
含
む
の

で
全
文
を
引
用
す
る
。

　
　
　
土
地
処
分
ニ
付
御
願

謹
テ
御
願
申
上
候
、
私
共
虻
田
旧
土
人
ハ
、
北
海
道
旧
土
人
保
護
法
ニ
拠
ル
下
付
地
、

並
ニ
少
許
ノ
普
通
ノ
私
有
地
ノ
外
ニ
、
従
来
使
用
シ
来
レ
ル
宅
地
耕
地
之
レ
ア
リ
、
此

等
ノ
土
地
ニ
関
シ
テ
ハ
、
明
治
四
十
三
年
以
来
、
未
開
地
ノ
目
名
ヲ
以
テ
売
払
ヲ
出
願

シ
、
或
ハ
官
有
地
ノ
名
目
ヲ
以
テ
売
払
又
ハ
貸
付
ヲ
出
願
致
シ
候
処
、
未
タ
何
等
ノ
御

指
令
之
レ
ナ
ク
、
甚
タ
心
配
仕
リ
種
々
研
究
致
居
候
処
、
右
ハ
全
ク
私
共
ノ
所
有
地
ニ

シ
テ
、
仮
ニ
官
有
地
ニ
編
入
保
管
セ
ラ
レ
居
ル
モ
ノ
ナ
ル
コ
ト
明
了
ト
相
成
「
候
ニ

依
、
此
処
ニ
改
テ
出
願
致
シ
」
候
、
扨
テ
此
等
ノ
土
地
ノ
「
由
来

［
挿
入
］

ヲ
尋
ヌ
ル
ニ
」、
多

ク
ハ
私
共
ノ
父
祖
カ
、
和
人
ノ
未
タ
移
住
セ
サ
ル
時
代
ヨ
リ
住
居
シ
、
若
ク
ハ
耕
作
シ

来
リ
タ
ル
土
地
モ
ノ
ニ
シ
テ
、「
後
ニ

［
挿
入
］

来
リ
テ
占
拠
セ
ル
和
人
ノ
住
地
ニ
比
ス
レ
ハ
、

頗
ル
確
実
ナ
ル
権
利
ヲ
有
シ
居
候
、
依
テ
」
明
治
九マ

年マ

北
海
道
地
券
発
行
条
例
御
発
付

ノ
際
、
当
然
地
券
ヲ
下
付
セ
ラ
レ
私
有
地
ト
セ
ラ
ル
ベ
キ
ノ
処
、
私
共
旧
土
人
ハ
当
時

尚
愚
昧
ニ
シ
テ
、
地
券
ヲ
下
付
シ
其
土
地
ノ
処
分
ヲ
自
由
ナ
ラ
シ
ム
ル
ト
キ
ハ
、
酒
食

其
他
種
々
ノ
負
債
ノ
為
メ
、
忽
チ
土
地
ヲ
失
フ
ヘ
キ
憂
之
レ
ア
リ
候
故
、
暫
ク
地
券
ヲ

下
付
セ
ス
、
官
有
地
第
三
種
ニ
編
入
シ
テ
保
護
セ
ラ
レ
タ
ル
モ
ノ
ニ
候
、
北
海
道
地
券

発
行
条
例
第
十
六
条
ニ
曰
ク

旧
蝦
夷
人
住
居
ノ
地
所
ハ
其
種
類
ヲ
問
ハ
ス
当
分
総
テ
官
有
地
第
三
種
ニ
編
入
ス

ヘ
シ

但
地
方
ノ
景
況
ト
旧
蝦
夷
人
ノ
情
態
ニ
ヨ
リ
成
規
ノ
処
分
ヲ
為
ス
コ
ト
ア
ル
ベ
シ

其
後
札
幌
県
時
代
、
郡
書
記
渡
辺
徹
三
殿
当
村
ニ
出
張
セ
ラ
レ
、
私
共
旧
土
人
ノ
飢
寒

ニ
苦
ム
ヲ
救
ハ
ン
カ
為
メ
、
戸
長
ト
共
ニ
教
諭
指
導
シ
、
大
ニ
農
業
ヲ
奨
励
セ
ラ
レ
タ

レ
ハ
、
明
治
十
八
年
ニ
ハ
約
三
十
戸
ノ
旧
土
人
ノ
作
付
反
別
百
八
町
歩
以
上
ト
相
成
リ

申
候
、
而
カ
モ
是
等
ノ
耕
地
モ
亦
地
券
ヲ
下
付
セ
ラ
レ
ズ
、
官
有
地
第
三
種
ニ
編
入
シ

テ
保
護
シ
給
ハ
リ
シ
カ
、
北
海
道
旧
土
人
保
護
法
御
発
布
ノ
後
、
其
耕
地
ノ
一
部
分
ハ

該
保
護
法
ニ
ヨ
ル
下
付
地
ト
変
シ
、
残
余
ノ
地
ハ
依
然
官
有
地
第
三
種
ニ
相
成
居
リ

候
、
御
庁
ニ
出
頭
シ
テ
検
承マ
マ

ス
レ
ハ
、
明
治
四
十
二
年
庁
舎
御
焼
火
災
ノ
際
、
数
多
ノ

書
類
ヲ
焼
失
シ
テ
事
実
明
了
ナ
ラ
ザ
ル
廉
之
レ
ア
ル
趣
ニ
候
ヘ
ト
モ
、
右
□
毫
モ
誤
ナ

キ
事
実
ニ
之
レ
ア
リ
「
土
地
カ

［
挿
入
］

官
有
地
ノ
名
目
ヲ
以
テ
御
保
管
下
サ
レ
居
ル
ハ
疑
ナ
キ

所
ニ
」
候
、
サ
レ
ハ
前
陳
ノ
宅
地
耕
地
ハ
、
北
海
道
地
券
発
行
条
例
第
十
六
条
ニ
ヨ
ル

モ
ノ
ニ
テ
、
地
方
ノ
状
況
並
ニ
私
共
ノ
情
態
ニ
ヨ
リ
「
テ
ハ
」
成
規
ノ
御
処
分
相
成
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リ
、
無
償
ニ
テ
私
有
地
ニ
御
直
シ
下
サ
ル
ヘ
キ
儀
ト
存
シ
候
、
曩
ニ
売
払
若
ク
ハ
貸
付

等
ヲ
出
願
セ
ル
ハ
全
ク
私
共
ノ
誤
ニ
テ
、
今
ニ
御
指
令
ナ
キ
ハ
当
然
ノ
事
ト
存
シ
候

故
、
此
処
ニ
改
テ
私
有
地
ト
シ
テ
御
指
令
相
成
リ
候
様
奉
願
上
候
、
今
ヤ
地
券
発
行
条

例
発
付
後
既
ニ
四
十
六
年
ヲ
経
過
シ
、
私
共
モ
聖
代
ノ
鴻
恩
ニ
浴
シ
テ
、
漸
次
進
化

シ
、
切
ニ
土
地
ノ
貴
重
ナ
ル
コ
ト
ヲ
知
リ
、
風
俗
モ
和
風
ニ
化
シ
、「
又
信
用

［
挿
入
］

購
買
組

合
ヲ
モ
設
立
シ
、」
殊
ニ
今
般
ハ
旧
土
人
学
校
ヲ
モ
廃
止
シ
テ
、
私
共
旧
土
人
子
弟
モ

和
人
子
弟
ト
同
様
ノ
教
育
ヲ
受
タ
ル
「
ニ
」
至
リ
、
之
ヲ
昔
日
ノ
状
態
ニ
比
ス
レ
ハ
大

ニ
変
化
致
シ
最
早
土
地
ヲ
私
有
ス
ル
モ
濫
ニ
之
ヲ
失
フ
カ
如
キ
憂
之
ナ
ク
候
、
且
過
去

ヲ
顧
レ
ハ
、
右
等
ノ
宅
地
耕
地
カ
官
有
地
ト
為
リ
「
居
リ
」、
私
共
ニ
ハ
何
等
ノ
権
利

ヲ
証
明
ス
ヘ
キ
モ
ノ
之
レ
ナ
キ
カ
為
メ
、
往
々
姦
猾
ノ
徒
ノ
狙
フ
所
ト
ナ
リ
、
時
ト
シ

テ
ハ
境
界
ヲ
破
リ
テ
侵
入
蟲
食
セ
ラ
レ
、
常
ニ
怐
々
ト
シ
テ
不
安
ノ
思
ヒ
ニ
満
タ
サ
レ

居
候
、
依
テ
此
際
事
情
御
調
挙
ノ
上
、
前
記
ノ
土
地
ヲ
明
ニ
私
有
地
ニ
御
直
シ
下
サ

レ
、
私
共
ヲ
シ
テ
安
堵
シ
テ
鼓
腹
太
平
ノ
楽
ヲ
得
セ
シ
メ
候
様
御
取
計
下
サ
レ
度
、
偏

ニ
奉
懇
願
候

　
　
　
　
　
　
　
　
虻
田
郡
虻
田
村
旧
土
人
組
合
三
十
九
名
総
代

　
　
　
　
　
大
正
十
年
四
月　
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
明
石
四
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
恵
良
惣
太
郎

　
　
北
海
道
庁
長
官
笠
井
信
一
殿

　
前
月
末
の
段
階
で
は
様
々
な
手
段
が
行
き
詰
ま
っ
て
い
た
よ
う
に
見
え
る
が
、
こ
こ
で
は

一
転
し
て
、
先
住
性
の
確
認
を
基
盤
と
し
て
、
制
度
運
用
の
欠
陥
を
指
摘
し
、
自
ら
の
過
去

の
状
況
を
「
愚
昧
」
と
し
つ
つ
も
、
既
に
そ
う
し
た
状
態
を
脱
し
た
今
日
に
於
い
て
は
和
人

同
様
の
私
有
権
が
認
め
ら
れ
る
べ
き
と
の
一
貫
し
た
論
理
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
主

張
の
根
拠
と
さ
れ
て
い
る
開
拓
使
時
代
以
来
の
制
度
史
的
理
解
は
、
後
に
河
野
が
「
旧
土
人

の
土
地
に
就
て
」
で
示
し
た
認
識
そ
の
も
の
で
あ
り
、
河
野
の
助
言
が
陳
情
の
内
容
に
大
き

く
反
映
さ
れ
て
い
る
可
能
性
が
高
い（
41
）。

　
河
野
は
こ
の
年
の
八
月
三
〇
日
に
は
虻
田
で
土
地
問
題
に
つ
い
て
談
話
を
お
こ
な
っ
て
お

り
、
そ
の
模
様
は
新
聞
で
も
報
じ
ら
れ
た（
42
）。
室
蘭
郡
絵
鞆
村
の
住
民
が
『
市
史
』
に
記

さ
れ
る
集
団
提
訴
に
踏
み
切
っ
た
の
は
そ
の
後
の
出
来
事
で
あ
り
、
今
後
、
相
互
の
関
連
に

注
意
し
た
読
み
解
き
が
必
要
で
あ
る
。

　
な
お
、
本
章
冒
頭
で
引
用
し
た
『
市
史
』
の
記
述
の
通
り
、
絵
鞆
村
で
は
後
に
土
地
の
下

付
が
実
現
す
る
も
の
の
、
一
九
二
八
（
昭
和
三
）
年
に
売
却
処
分
が
な
さ
れ
、
そ
の
結
果
ア

イ
ヌ
は
「
自
己
ノ
住
居
地
ヲ
失
ヒ
、
之
ヲ
貸
借
セ
サ
ル
ヲ
得
サ
ル
運
命
ヲ
招
来
シ
タ
ル
」
と

い
う
困
難
な
状
況
に
陥
っ
た
と
さ
れ
る（
43
）。
河
野
は
「
ア
イ
ヌ
の
土
地
に
就
て
」
の
中
で
、

一
九
二
一
年
に
室
蘭
・
有
珠
・
虻
田
方
面
を
踏
査
し
た
際
の
見
聞
と
し
て
、
室
蘭
で
は
「
姦

黠
の
徒
土
人
を
教
唆
誘
惑
し
て
不
正
の
利
を
占
め
ん
と
企
つ
る
の
憂
惧
」
が
あ
っ
た
と
し
て

お
り
、
経
緯
の
具
体
的
な
把
握
が
今
後
の
課
題
で
あ
る
。

お
わ
り
に

　
こ
こ
ま
で
、
近
代
の
室
蘭
郡
を
対
象
と
し
て
、
ア
イ
ヌ
の
土
地
に
関
わ
る
史
料
を
年
代
を

追
っ
て
紹
介
し
て
き
た
。
実
際
の
と
こ
ろ
、
本
稿
は
関
連
資
料
の
調
査
中
に
た
ま
た
ま
目
に

付
い
た
も
の
を
も
と
に
い
く
つ
か
の
課
題
を
指
摘
し
た
に
過
ぎ
ず
、
体
系
的
な
検
討
は
今
後

の
課
題
で
あ
る
。

　
公
文
書
を
素
材
と
し
た
研
究
は
当
面
の
あ
い
だ
困
難
な
状
況
が
続
く
も
の
と
予
想
さ
れ
る

が
、
今
後
は
新
聞
記
事
や
関
連
す
る
調
査
記
録
な
ど
を
探
索
し
、
個
人
情
報
の
保
護
に
慎
重

に
留
意
し
つ
つ
、
基
礎
史
料
の
蓄
積
と
個
別
の
事
実
の
確
定
を
進
め
て
い
き
た
い
。

謝
辞

　
本
稿
を
ま
と
め
る
に
あ
た
り
、
現
地
調
査
に
際
し
て
北
海
道
ア
イ
ヌ
協
会
、
室
蘭
ア
イ
ヌ

協
会
の
ご
協
力
を
賜
わ
っ
た
。
ま
た
、
資
料
調
査
に
際
し
て
北
海
道
大
学
附
属
図
書
館
、
北

海
道
立
図
書
館
、
北
海
道
立
文
書
館
の
お
世
話
に
な
っ
た
。
二
名
の
匿
名
査
読
者
か
ら
は
極

め
て
有
益
な
ご
指
摘
を
頂
き
、
本
稿
の
改
善
に
大
い
に
役
立
っ
た
。
末
筆
な
が
ら
、
記
し
て

深
く
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。
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注（１
）
河
野
常
吉
「
旧
土
人
の
土
地
に
就
て
」『
道
民
』
第
一
四
巻
八
号
、
一
九
二
九
年
、
三
三–

三
六

頁
。
河
野
は
こ
の
中
で
、
官
有
地
第
三
種
へ
の
編
入
が
「
保
護
」
の
趣
旨
に
よ
る
も
の
だ
と
し

て
お
り
、
そ
の
後
、
通
説
化
し
て
き
た
。
し
か
し
、
紙
幅
の
都
合
か
ら
深
入
り
は
避
け
る
が
、

北
海
道
地
券
発
行
条
例
制
定
時
、
及
び
地
租
創
定
事
業
の
進
行
過
程
で
作
成
さ
れ
た
史
料
の
中

に
は
、
そ
の
よ
う
な
「
保
護
」
の
趣
旨
を
記
し
た
も
の
は
確
認
で
き
な
い
。

（
２
）
高
倉
新
一
郎
「
北
海
道
旧
土
人
に
対
す
る
土
地
政
策
の
変
遷
」『
農
政
と
経
済
』（
北
海
道
帝

国
大
学
教
授
法
学
博
士
農
学
博
士
高
岡
熊
雄
先
生
在
職
丗
五
年
記
念
論
文
集
）、
一
九
三
二
年
、

一
九
三–

二
一
〇
頁
、
同
「
三
県
時
代
に
於
け
る
ア
イ
ヌ
勧
農
策
」『
法
経
会
論
叢
』
第
二
輯
、

一
九
三
四
年
、
一
三
七–
一
七
四
頁
、
同
「
ア
イ
ヌ
の
土
地
問
題
」『
社
会
政
策
時
報
』（
北
海

道
農
業
特
輯
）
第
二
三
〇
号
、
一
九
三
九
年
、
五
一
四–

五
三
八
頁
。

（
３
）
高
倉
新
一
郎
『
ア
イ
ヌ
政
策
史
』（
日
本
評
論
社
、
一
九
四
二
年
）、
同
『
新
版
ア
イ
ヌ
政
策
史
』

（
三
一
書
房
、
一
九
七
二
年
）。

（
４
）
榎
森
進
『
ア
イ
ヌ
の
歴
史 　
　

 

北
海
道
の
人
び
と
（
２
）』（
日
本
民
衆
の
歴
史　

地
域
編
８
）

（
三
省
堂
、
一
九
八
七
年
）、
及
び
そ
れ
に
対
す
る
堅
田
精
司
「
ア
イ
ヌ
史
自
立
の
た
め
の
史
料

体
系
を
」『
読
書
北
海
道
』
一
〇
六
、一
九
八
七
年
を
参
照
。

（
５
）
制
度
史
的
側
面
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
論
考
を
参
照
の
こ
と
。
瀧
澤
正
「
明
治
初
年
に
お
け
る

ア
イ
ヌ
の
昆
布
漁
―
日
高
地
方
様
似
郡
の
例
に
見
る
―
」『
北
大
史
学
』
二
〇
〇
八
年
、
三
九–

六
八
頁
。
瀧
澤
正
「
明
治
初
期
開
拓
使
の
土
地
改
革
と
ア
イ
ヌ
の
土
地
―
お
も
に
北
海
道
地
所

規
則
第
七
条
を
め
ぐ
っ
て
―
」『
北
大
史
学
』
二
〇
一
一
年
、
一–

二
八
頁
。
大
坂
拓
「
後
志

地
方
の
近
代
ア
イ
ヌ
社
会
と
民
具
資
料
収
集
の
射
程
―
旧
開
拓
使
札
幌
本
庁
管
下
後
志
国
９
郡

を
対
象
と
し
て
―
」『
北
海
道
博
物
館
ア
イ
ヌ
民
族
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
研
究
紀
要
』
第
六
号
、

二
〇
二
一
年
、
一–

四
九
頁
、
同
「
北
海
道
地
券
発
行
条
例
に
よ
る
ア
イ
ヌ
民
族
「
住
居
ノ
地

所
」
の
官
有
地
第
三
種
編
入
に
つ
い
て
」『
北
方
人
文
研
究
』
第
一
六
号
、
二
〇
二
三
年
、
一
九

–

三
五
頁
。
最
近
で
は
法
学
の
分
野
で
、
瀧
澤
が
素
材
と
し
た
史
料
の
検
証
が
な
さ
れ
、
基
本

的
に
追
認
す
る
成
果
が
得
ら
れ
て
い
る
。
牛
尾
洋
也
・
橋
本
誠
一
「
明
治
初
期
に
お
け
る
ア
イ

ヌ
民
族
の
土
地
所
有
に
関
す
る
研
究
覚
書
」『
龍
谷
大
学
社
会
科
学
研
究
年
報
』
第
五
二
号
、

二
〇
二
二
年
。
ま
た
、
橋
本
誠
一
「
北
海
道
地
券
発
行
条
例
の
制
定
過
程
―
ア
イ
ヌ
の
土
地
所

有
を
中
心
に
―
」、『
龍
谷
大
学
社
会
科
学
研
究
年
報
』
第
五
三
号
、
二
〇
二
三
年
、
一–

一
四

頁
（『
土
地
空
間
の
近
代
法
的
把
握
』（
日
本
評
論
社
、
二
〇
二
五
年
）
再
録
）、
同
「
北
海
道
地

券
発
行
条
例
の
実
施
過
程
と
ア
イ
ヌ
の
土
地
所
有
」
牛
尾
洋
也
編
『
土
地
空
間
の
近
代
法
的
把

握
』（
日
本
評
論
社
、
二
〇
二
五
年
）
が
あ
る
。
後
者
の
論
考
に
お
い
て
橋
本
は
、
札
幌
郡
発
寒

村
の
事
例
を
も
と
に
、
開
拓
使
札
幌
支
庁
管
轄
下
の
広
い
範
囲
で
ア
イ
ヌ
へ
の
農
地
割
渡
が
な

さ
れ
、
そ
の
う
ち
開
墾
に
成
功
し
た
部
分
の
み
が
官
有
地
第
三
種
に
編
入
・
存
置
さ
れ
た
と
の

理
解
を
示
し
て
い
る
。
紙
幅
の
都
合
か
ら
詳
細
に
は
別
稿
を
期
す
こ
と
と
す
る
が
、
筆
者
は
発

寒
村
の
事
例
に
つ
い
て
、
早
く
に
和
人
移
民
が
入
植
し
た
た
め
、
そ
れ
に
伴
っ
て
ア
イ
ヌ
の
耕

地
が
設
定
さ
れ
て
い
た
稀
な
事
例
と
推
定
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
細
部
の
議
論
が
今
後
の
課
題

と
な
る
だ
ろ
う
。

（
６
）
山
田
伸
一
「
十
勝
に
お
け
る
北
海
道
旧
土
人
保
護
法
に
よ
る
土
地
下
付
」『
北
海
道
開
拓
記
念
館

研
究
紀
要
』
第
二
五
号
、
一
九
九
七
年
、
二
〇
一–

二
二
八
頁
。
山
田
伸
一
「「
北
海
道
旧
土
人

保
護
法
」
に
よ
る
下
付
地
の
没
収
―
第
３
条
の
適
用
実
態
に
つ
い
て
―
」『
北
海
道
開
拓
記
念
館

研
究
紀
要
』
第
二
七
号
、
一
九
九
九
年
、
一
四
一–

一
六
四
頁
。

（
７
）
大
坂
拓
「
近
代
北
海
道
に
お
け
る
〈
ア
イ
ヌ
〉
の
境
界
―
松
前
地
西
在
相
沼
内
村
に
生
ま
れ

た
サ
モ
テ
の
事
例
を
中
心
と
し
て
―
」『
境
界
研
究
』
一
四
、二
〇
二
四
年
、
一–

二
二
頁
、
同

「
近
代
初
頭
の
石
狩
川
河
口
域
に
お
け
る
ア
イ
ヌ
の
鮭
漁
場
―
黒
田
清
隆
の
指
示
に
よ
る
大

網
導
入
と
そ
れ
に
起
因
す
る
経
営
破
綻
を
中
心
と
し
て
―
」『
北
方
人
文
研
究
』
第
一
八
号
、

二
〇
二
五
年
、
一
九–

四
一
頁
、
及
び
注（
５
）文
献
。

（
８
）
一
八
八
一
（
明
治
一
四
）
年
の
数
値
は
『
明
治
十
五
年
一
月　

郡
区
役
所
往
復
』
開
拓
使
札
幌

本
庁
民
事
課
戸
籍
係
（
簿
書
：
五
二
一
四
）
に
よ
る
。
以
下
で
は
北
海
道
立
文
書
館
が
所
蔵
す

る
開
拓
使
文
書
・
札
幌
県
文
書
の
件
名
は
基
本
的
に
同
館
の
件
名
目
録
に
依
拠
し
、
同
一
件
名

中
の
個
別
の
史
料
に
言
及
す
る
場
合
は
そ
れ
ぞ
れ
の
原
題
を
記
載
し
た
。
出
典
は
（
簿
書
：
○
、

○
件
目
）
と
略
記
し
、
旧
字
は
新
字
に
改
め
、
句
読
点
を
適
宜
補
っ
た
。

（
９
）
注（
１
）文
献
。

（
10
）
二
〇
二
五
年
一
二
月
に
非
公
開
措
置
の
根
拠
に
つ
い
て
北
海
道
立
文
書
館
に
問
い
合
わ
せ
た
と

こ
ろ
、「
利
用
に
供
し
な
い
文
書
館
資
料
に
つ
い
て
は
、「
北
海
道
立
文
書
館
管
理
規
則
」
及
び

「
利
用
に
供
し
な
い
文
書
館
資
料
取
扱
要
領
」
で
定
め
て
い
ま
す
。（
中
略
）。
ア
イ
ヌ
民
族
に
係

る
情
報
の
取
り
扱
い
に
つ
い
て
は
、
同
要
領
第
２
の
１
及
び
第
４
の
１
に
定
め
る
別
表
中
「
第

２
の
１
に
定
め
る
情
報
で
あ
っ
て
、
特
に
重
大
な
も
の
」
を
根
拠
と
し
、
利
用
に
供
し
な
い
期

間
を
１
０
０
年
と
し
て
い
ま
す
が
、
同
要
領
第
４
の
４
に
基
づ
き
、
利
用
に
供
し
な
い
期
間
が

満
了
す
る
際
に
再
審
査
を
行
い
、
個
別
に
期
間
の
延
長
に
つ
い
て
決
定
し
て
い
ま
す
。」
と
の
回

答
を
得
た
。
な
お
、「
第
２
の
１
に
定
め
る
情
報
で
あ
っ
て
、
特
に
重
大
な
も
の
」
と
は
、「
民

族
、
戸
籍
、
重
篤
な
遺
伝
性
の
疾
病
、
重
篤
な
精
神
の
障
害
、
犯
罪
歴
（
禁
固
以
上
の
刑
）」
で

あ
る
。利

用
に
供
し
な
い
文
書
館
資
料
等
取
扱
要
領

　
第
２　
利
用
に
供
し
な
い
文
書
館
資
料

１　

個
人
の
思
想
、
信
仰
、
身
体
的
特
徴
、
健
康
状
態
、
家
族
状
況
、
学
歴
、
職
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歴
、
住
所
、
所
属
団
体
、
財
産
、
所
得
等
に
関
す
る
情
報
（
事
業
を
営
む
個
人
の
当

該
事
業
に
関
す
る
情
報
を
除
く
。）
で
あ
っ
て
、
特
定
の
個
人
が
識
別
さ
れ
う
る
も

の
の
う
ち
、
通
常
他
人
に
知
ら
れ
た
く
な
い
と
認
め
ら
れ
る
も
の

　
第
４　
利
用
に
供
し
な
い
期
間

１　

第
２
の
１
か
ら
６
に
定
め
る
情
報
に
係
る
利
用
に
供
し
な
い
文
書
館
資
料
と
す

る
期
間
（
以
下
「
利
用
に
供
し
な
い
期
間
」
と
い
う
。）
に
関
す
る
基
準
に
つ
い
て

は
、
別
表
の
と
お
り
と
す
る
。

４　

別
表
に
定
め
る
期
間
が
経
過
す
る
と
き
、
な
お
一
定
の
期
間
利
用
に
供
す
る
こ

と
が
不
適
当
と
認
め
ら
れ
る
情
報
に
つ
い
て
は
、
当
該
情
報
に
係
る
事
情
を
総
合
的

に
勘
案
の
う
え
、
別
表
に
定
め
る
期
間
を
超
え
て
利
用
に
供
し
な
い
期
間
を
定
め
る

こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

　
　
　
　

非
公
開
期
間
の
解
除
の
見
通
し
に
つ
い
て
は
、「
な
お
、
ア
イ
ヌ
民
族
に
係
る
情
報
の
公
開

に
つ
い
て
は
、
ア
イ
ヌ
民
族
へ
の
差
別
が
な
く
な
っ
て
い
な
い
社
会
状
況
で
あ
る
た
め
、
現
在

の
と
こ
ろ
公
開
と
す
る
年
度
の
目
処
は
立
っ
て
い
ま
せ
ん
」
と
の
こ
と
で
あ
る
。

（
11
）
筆
者
は
こ
れ
ま
で
、
公
的
機
関
で
公
開
さ
れ
て
い
る
史
料
に
言
及
す
る
場
合
も
、
既
に
著
名
な

人
物
を
除
い
て
個
人
名
を
伏
せ
、
機
微
な
内
容
を
多
く
含
む
史
料
に
つ
い
て
は
請
求
記
号
を
明

示
し
な
い
な
ど
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
侵
害
を
招
か
な
い
よ
う
慎
重
な
処
理
を
施
し
て
き
た
。

（
12
）
山
田
秀
三
『
北
海
道
の
地
名 　
　

 

ア
イ
ヌ
語
地
名
の
研
究　

別
館
』（
草
風
館
、
二
〇
〇
〇
年
）

を
参
照
。
語
源
に
は
複
数
の
解
釈
が
示
さ
れ
て
お
り
、
定
見
は
な
い
。

（
13
）「
新
道
建
築
聞
書
（
内
容
）
十
五
年
三
月
札
幌
ニ
於
テ
函
館
ヨ
リ
森
村
ニ
至
リ
室
蘭
ヨ
リ
札
幌
ニ

至
ル
新
道
建
築　

小
林
芳
五
郎
ヨ
リ
聞
書
」『
開
拓
使
事
業
報
告
原
稿
』
大
蔵
省
開
拓
使
会
計
残

務
整
理
委
員
（
簿
書
：
七
一
五
五
、四
件
目
）。

（
14
）
こ
の
史
料
と
同
じ
内
容
の
も
の
が
『
新
室
蘭
市
史　

第
五
巻　

資
料
編
』（
室
蘭
市
、
一
九
八
九

年
）
に
翻
刻
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
に
は
「
頭
注
・
米
ノ
外
金
百
円
ヲ
与
ヘ
タ
ル
コ
ト
ハ
旧
記
ニ

詳
ナ
リ
」
と
あ
る
が
、
こ
の
注
が
あ
る
史
料
は
、
筆
者
は
未
確
認
で
あ
る
。

（
15
）「
片
倉
小
十
郎
支
配
地
幌
別
、
室
蘭
両
郡
永
住
人
、
出
稼
人
並
ニ
土
人
姓
名
調
ノ
件
」『
室
蘭

往
復　

附
虻
田
・
幌
別　

明
治
四
辛
未
年
』
開
拓
使
札
幌
開
拓
使
庁
庶
務
掛
（
簿
書
：
Ａ
四
／

二
二
六
、七
件
目
）。

（
16
）
河
野
常
吉
編
『
北
海
道
史
人
名
字
彙　

上
』（
北
海
道
出
版
企
画
セ
ン
タ
ー
、
一
九
七
九
年
に
よ

れ
ば
、
押
杵
は
一
八
四
〇
（
天
保
一
一
）
年
頃
に
元
室
蘭
村
に
生
ま
れ
、
後
に
絵
鞆
村
に
転
居

し
、
一
九
一
三
（
大
正
二
）
年
一
一
月
に
死
去
し
て
い
る
。
な
お
、
押
杵
の
事
績
に
つ
い
て
は

本
書
掲
載
の
別
稿
を
参
照
し
て
頂
き
た
い
。

（
17
）
林
顕
三
編
『
北
海
誌
料
』（
富
山
房
、
一
九
〇
二
年
）。

（
18
）
こ
の
二
名
は
『
明
治
四
年
室
蘭
村
土
人
戸
籍
草　

一
』（
北
海
道
立
文
書
館
所
蔵
）
で
は
六
一
番

屋
敷
居
住
「
志
天
喜
盤
」、
第
五
九
番
屋
敷
居
住
「
遠
昆
天
久
呂
」
と
記
載
さ
れ
て
い
る

（
19
）
秋
葉
実
翻
刻
・
編
『
松
浦
武
四
郎
選
集　
三
』（
北
海
道
出
版
企
画
セ
ン
タ
ー
、
二
〇
〇
一
年
）。

（
20
）
こ
の
人
名
は
注（
18
）『
戸
籍
草
』
に
記
載
の
第
六
〇
番
屋
敷
居
住
「
勢
久
仁
冨
」（
セ
ク
ニ
フ
）

の
誤
り
で
あ
ろ
う
。
松
浦
武
四
郎
が
記
録
し
た
人
別
及
び
そ
の
翻
刻
に
は
人
名
の
誤
り
が
少
な

く
な
い
た
め
、
参
照
す
る
際
に
は
十
分
な
注
意
が
必
要
で
あ
る
。

（
21
）
柴
沼
の
履
歴
は
以
下
に
よ
る
。『
免
官
物
故
履
歴
調　

従
二
年
至
七
年
』
開
拓
使
札
幌
本
庁
庶
務

局
編
輯
課
（
簿
書
：
九
〇
四
）。

（
22
）『
明
治
四
年
室
蘭
村
土
人
戸
籍
草　

一
』
写
（
北
海
道
立
文
書
館
所
蔵
）、『
明
治
七
年
一
月
開
拓

使
管
轄
胆
振
国
室
蘭
郡
本
室
蘭
村
土
人
戸
籍
調
』
写
（
北
海
道
大
学
附
属
図
書
館
所
蔵
）。

（
23
）
小
川
正
人
『
近
代
ア
イ
ヌ
教
育
制
度
史
研
究
』（
北
海
道
大
学
図
書
刊
行
会
、
一
九
九
七
年
）

五
七
頁
掲
載
の
表
一–

二
ほ
か
。

（
24
）
注（
３
）文
献
。

（
25
）
注（
６
）「
十
勝
に
お
け
る
北
海
道
旧
土
人
保
護
法
に
よ
る
土
地
下
付
」、
谷
本
晃
久
「
第
七
章　

近
文
ア
イ
ヌ
と
給
与
予
定
地
」『
新
旭
川
市
史
』（
旭
川
市
、
二
〇
〇
二
年
）、
卜
部
信
臣
ほ
か
編

『
石
狩
川
中
流
域
の
生
活
文
化
史
』（
石
狩
川
中
流
域
文
化
研
究
会
、
一
九
九
九
年
）
ほ
か
。

（
26
）
注（
５
）「
北
海
道
地
券
発
行
条
例
に
よ
る
ア
イ
ヌ
民
族
「
住
居
ノ
地
所
」
の
官
有
地
第
三
種
編
入

に
つ
い
て
」
で
は
札
幌
県
に
よ
る
石
狩
郡
で
の
用
地
確
保
に
つ
い
て
、「
後
志
地
方
の
近
代
ア
イ

ヌ
社
会
と
民
具
資
料
収
集
の
射
程
―
旧
開
拓
使
札
幌
本
庁
管
下
後
志
国
９
郡
を
対
象
と
し
て
―
」

で
は
北
海
道
庁
に
よ
る
余
市
郡
で
の
「
保
護
地
」
設
定
に
関
し
て
ま
と
め
て
い
る
。

（
27
）『
室
蘭
市
史　
上
巻
』（
室
蘭
市
役
所
、
一
九
四
一
年
）
四
九
六
頁
。

（
28
）
注（
５
）「
後
志
地
方
の
近
代
ア
イ
ヌ
社
会
と
民
具
資
料
収
集
の
射
程
―
旧
開
拓
使
札
幌
本
庁
管
下

後
志
国
９
郡
を
対
象
と
し
て
―
」
一
八
頁
。

（
29
）
注（
５
）「
北
海
道
地
券
発
行
条
例
に
よ
る
ア
イ
ヌ
民
族
「
住
居
ノ
地
所
」
の
官
有
地
第
三
種
編
入

に
つ
い
て
」
二
五
頁
。

（
30
）
有
珠
郡
に
つ
い
て
は
、
該
当
す
る
文
書
が
含
ま
れ
て
い
な
い
。

（
31
）
注（
24
）文
献
、
注（
28
）文
献
、
大
坂
拓
『
写
真
が
語
る
ア
イ
ヌ
の
近
代
』（
新
泉
社
、
二
〇
二
五

年
）。

（
32
）『
室
蘭
市
史　

下
巻
』（
室
蘭
市
役
所
、
一
九
四
一
年
）
一
〇
〇
七–

一
〇
一
三
頁
。
な
お
、
下

付
面
積
に
つ
い
て
は
『
北
海
道
旧
土
人
概
況
』（
北
海
道
庁
、
一
九
三
三
年
）
は
一
六
六
町

三
五
二
四
歩
と
し
て
お
り
、
や
や
ず
れ
が
あ
る
。

（
33
）
注（
６
）「「
北
海
道
旧
土
人
保
護
法
」
に
よ
る
下
付
地
の
没
収
―
第
３
条
の
適
用
実
態
に
つ
い
て

―
」
一
五
二
頁
。
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（
34
）
注（
33
）文
献
、
一
五
八
頁
。

（
35
）
な
お
、
こ
の
簿
冊
に
は
他
に
も
室
蘭
郡
に
お
け
る
土
地
下
付
に
関
連
す
る
文
書
が
多
数
綴
ら
れ

て
い
る
こ
と
を
確
認
し
て
い
る
が
、
二
〇
二
四
年
八
月
に
筆
者
が
調
査
中
に
非
公
開
と
な
っ
た

た
め
、
調
査
が
及
ん
で
い
な
い
。

（
36
）
注（
29
）文
献
。

（
37
）『
明
治
十
五
年
分　
札
幌
県
治
類
典　
地
券
指
令　
第
弐
』
札
幌
県
租
税
課
（
簿
書
：
七
四
八
〇
）。

こ
の
な
か
の
一
例
を
あ
げ
れ
ば
、
室
蘭
郡
室
蘭
村
の
山
根
伊
八
は
、
一
八
八
〇
（
明
治
十
三
）
年

十
二
月
一
日
付
で
「
宅
地
之
見
込
」
を
以
っ
て
荒
蕪
地
八
〇
坪
の
払
い
下
げ
を
申
請
し
て
お
り
、

戸
長
及
び
郡
長
の
副
申
を
経
て
、
一
八
八
一
（
明
治
一
四
）
年
四
月
一
六
日
に
「
願
之
趣
、
道
路

敷
地
ヲ
除
ク
之
外
、
聞
届
候
条
、
実
測
坪
数
ニ
応
シ
、
地
価
千
坪
金
壱
円
五
拾
銭
之
割
ヲ
以
即
納

可
致
事
」
が
通
知
さ
れ
て
い
る
。

（
38
）
こ
の
点
に
つ
い
て
は
『
新
旭
川
市
史
』
第
二
～
四
巻
に
お
け
る
谷
本
晃
久
の
叙
述
を
参
照
し
た
。

（
39
）『
河
野
常
吉
資
料　

一
二
五
六
』（
北
海
道
立
図
書
館
所
蔵
、
請
求
記
号
：
〇
九
四
／
Ｋ
О
／
ツ

イ
一
九
。
河
野
が
同
年
に
使
用
し
て
い
た
手
帳
『
河
野
常
吉
資
料　

一
一
〇
八
』（
北
海
道
立
図

書
館
所
蔵
、
請
求
記
号
：
〇
九
四
／
Ｋ
О
／
一
〇
五
八-

九
九
）
に
も
、
同
日
に
明
石
ら
と
面
会

し
た
旨
の
記
述
が
あ
る
。

（
40
）『
河
野
常
吉
資
料　

六
〇
〇　

ア
イ
ヌ
研
究
材
料
乙　

歴
史
及
法
規
』（
北
海
道
立
図
書
館
所
蔵
、

請
求
記
号
：
〇
九
四
／
Ｋ
О
／
四
九
六
）。

（
41
）
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
石
村
義
典
『
評
伝
河
野
常
吉
』（
私
刊
、
一
九
九
八
年
）
に
も
言
及
が

あ
り
、
参
考
に
な
る
。
た
だ
し
、「
相
談
を
受
け
た
河
野
常
吉
が
、
彼
等
に
代
わ
っ
て
起
草
し
て

渡
し
た
も
の
」
と
い
う
石
村
の
断
定
的
な
記
述
に
つ
い
て
は
、
な
お
慎
重
な
論
証
が
必
要
と
思

わ
れ
る
。

（
42
）
注（
40
）文
献
に
綴
ら
れ
た
新
聞
記
事
切
り
抜
き
に
よ
る
。

（
43
）
小
川
正
人
・
山
田
伸
一
編
『
ア
イ
ヌ
民
族　

近
代
の
記
録
』（
草
風
館
、
一
九
九
八
年
）
所
収

「
室
蘭
市
・
浦
河
支
庁
の
調
査
復
命
書
」。
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（29）

Several Historical Sources on Ainu Land in Muroran District
during the Modern Period

Examining selected materials from among the 

holdings of The Archives of Hokkaido that relate 

to the actual conditions of Ainu land ownership in 

Muroran District, this paper presents transcriptions 

and explanatory commentary of these sources.

This study finds that in the early Meiji period, 

in connection with the construction of the 

Sapporo Shindō road planned by the Hokkaido 

Development Commission, two Ainu households 

living in Tokarimoi on the coast of Muroran Bay 

were forced to relocate. At the same time, 

the Hokkaido Development Commission also 

planned to assign approximately half of the Ainu 

population residing in Muroran District as labor 

for a newly established ekitei (relay station) at 

Tokarimoi.

Furthermore, from the latter half of the Meiji 

period (c. 1890s[2.1]) through the Taishō era 

(1912–1926), land was granted to Ainu people 

in Moto-Muroran Village and Wanishi Village 

under the Hokkaido Former Aborigines Protection 

Act. However, within the scope confirmed in this 

study, the area of land granted in many cases 

fell far short of the statutory maximum of 15,000 

tsubo (approximately 49,600 square meters) per 

household stipulated by the Act. In Etomo Village, 

where such measures were not implemented, 

much of the land traditionally used by the Ainu 

remained legally classified as state-owned land 

and was regarded as “unauthorized reclaimed 

land” (illegally occupied land). This study also finds 

that, in response to these circumstances, the Ainu 

of Etomo Village attempted to secure recognition 

of their land ownership through various means.

OSAKA Taku: Ainu Culture Research Center, Hokkaido Museum

OSAKA Taku

MATERIALS




